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５ 人と動物の共生する社会づくりについて 

６ 地域公共交通施策について 

────────────────────────── 

午 後 １ 時 ０ 分 開 議 

○副議長（麻生紀雄君） これより会議を開きます。 

 出席議員は46名、会議は成立いたしております。 

────────────────────────── 

 日程第１ 会議録署名人選任の件 

○副議長（麻生紀雄君） 日程第１、会議録署名人選任の件を議題といたします。 

 私より指名いたします。７番・黒澤和泉議員、10番・大平真弘議員の両議員にお願いいたし

ます。 

────────────────────────── 

 日程第２ 市政に関する一般質問 

○副議長（麻生紀雄君） 日程第２、市政に関する一般質問を行います。 

 通告順に従い、お願いいたします。48番・三瓶輝枝議員。 

〔48番・三瓶輝枝君 登壇、拍手〕 

○48番（三瓶輝枝君） 立憲民主・無所属千葉市議会議員団の三瓶輝枝でございます。 

 ただいま、この本庁舎の１階で、ちょうど千葉氏のバーチャルリアリティをやっておりまし

て、会派４人で行ってまいりました。 

 それでは、通告の順に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 前回の一般質問で、長時間労働の課題解決のための具体的にどのような取組を行っているの

か伺い、これに対して、組織内での業務の平準化を依頼し、所属間での柔軟な職員対応等によ

り、特定の職員への過度な時間外勤務の集中が続くことのないよう取り組んでいる。このほか、

限りある人員の中で、業務の見直しなどにより職員の再配置を行うほか、必要な部門には職員

の増員も行っている等との御答弁を前回いただきました。 

 また、千葉市は、これまで定員適正化計画を策定し、平成31年４月から令和５年４月までの

取組をしてきました。前回の長時間労働の解決のための御答弁で、業務の見直し、職員の再配

置、必要な部門には職員の増員も行っているとのことでした。 

 これまで、どの部門の業務の見直し、職員の再配置、必要な職員の増員をしてきたのか、伺

います。 

 次に、計画は令和５年４月まででしたので、既に計画期間が過ぎています。次の計画をつく

っていただかなければなりません。いつになるのか、伺います。 

 次に、高齢者福祉についてです。 

 横浜市では、家庭ごみも個別収集してほしいという要望が数多く寄せられ、平成16年にふれ

あい収集を開始することになりました。横浜市では、そのときボランティアを募集しましたが、

当初は地域コミュニティのつながりを活性化することを意図して、ボランティアによるごみ出

し支援制度を立ち上げました。しかしながら、利用希望者に対して十分なボランティアが集ま

らなくて、市職員が直接支援するふれあい収集事業を開始したとのことです。 

 さて、千葉市のごみ出し支援について、困り事の相談内容として、次のことがあると伺いま

した。花見川区での例ですが、三角町では、病院から退院したばかりの高齢者の方がごみ出し



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第８号（12月14日） 

－4－ 

に行けない。そこで、千葉市としてシルバー人材センターを案内しましたとのことでした。 

 市民間のやりとりで、あなたの地域では、千葉市の支援で無料でごみ出しをすることができ

るのね、私のところはボランティアさんもいない、その上で料金のかかるシルバー人材センタ

ーを紹介されて、１回500円かかるし、週に換算すると2,000円ぐらい。月では8,000円ぐらい

かかることになり、とても頼めないなど、千葉市内で情報交換がされていると聞いています。 

 そこで伺います。 

 こうした中で、高齢者福祉の１つとして、横浜市の環境局が一手に引き受けて、ごみ出しの

ふれあい支援をしていますので、千葉市もやっていただきたいとの御意見が多く寄せられてい

ます。ボランティアさんがいないところと、いるところでは、年間、料金が全くかからない福

祉サービスの地域もあれば、推定で年間４万円から８万円のごみ出しでお金がかかり、大変な

地域差が生じています。 

 これら解決のために、他の政令市で取り組んでいるごみ出し支援を千葉市の環境局でもする

べきです。お考えを伺います。 

 ２つ目に、以前私が質問してから状況は改善されているとは感じられません。千葉市内の高

齢者等ごみ出し支援事業やシルバー人材センターのケース、さらに介護保険を活用したケース

のそれぞれの実績を伺います。 

 次に、病院経営についてです。 

 千葉市内の大病院で心臓の手術をされた80代の方が引き続き病院に通うことになっているの

ですが、車椅子に乗っていても、とても自分で動かすことができないと伺いました。介護とし

て自宅からタクシーに乗るまでヘルパーさんに付き添ってもらい、ヘルパーさんはタクシーに

乗っている間は、介護の対象にはならないとのことです。 

 大病院に確認したところ、院内サポートとしてボランティアで交代でお手伝いいただける方

がいらっしゃるそうですが、都合がつかないときもあるとのことでした。相談者にとって、院

内サポートがいつもいていただかないと困るということになります。 

 こうした中で、千葉市の両市立病院の現状と新病院の対応はどのようになるのか、院内サポ

ートを常駐すべきではないのか、伺います。 

 次に、もともと千葉市から要望していた中で、認められていなかった病床数について県から

認められ、新病院へ病床数を確保できました。あわせて、青葉病院の現在の病床数から、新病

院への病床数の付けかえにより、青葉病院は病床数が減少となります。 

 そこで、新病院と青葉病院の診療体制はどのようになるのか、伺います。 

 さらに、そのとき必要となる医師等の医療スタッフの配置はどのようになるのか、伺います。 

 次に、青葉病院、海浜病院における診療室や検査室、そして病室等の課題はどういうものが

あるのか。そして、新病院ではどのように改善が図られるのか、伺います。 

 次に、建設工事をプロポーザル方式とされました。そこで、建設費のコスト縮減とプロポー

ザルと言えば、内部でどのような作業なり仕事なりをしていくのか、伺います。 

 また、今までの方式との違いや金額の違いなどを伺います。 

 次に、コンストラクションマネジメント業務について、その目的と建設費のコスト縮減など

のどのような効果と他市の事例についても伺います。 

 病院で最後になりますが、新病院のＶＥ提案もされていますが、このたびはどのような効果

があったのか、伺います。 
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 次に、教育についてです。 

 先頃、学校の部活の顧問について報道されていました。顧問がずっと部活に付き添っていな

くてもいいとか、大会にも顧問がついていかなくていいというような報道がなされていました。 

 千葉市は聞くところによりますと、初めに教諭である顧問の先生がいらっしゃって、次に、

会計年度任用職員の指導員さんで、顧問と同じ権限が与えられていると伺いました。さらに、

民間指導員さんにおかれましては、有償部活民間指導員、そして無償ボランティアがいらっし

ゃると伺いました。 

 学校の先生方とお話をしますと、やはり力もあり、部活の指導が大好きで率先して取り組ん

でいる先生方もいらっしゃれば、逆に部活が負担だとおっしゃる先生方もいらっしゃいます。 

 そこで伺います。 

 文化部と運動部に分けて、１つ、先生方の顧問、２つ、会計年度任用職員民間指導員、３つ、

有償ボランティア民間指導員、そして４つ目の、無償ボランティアのそれぞれの人数を伺いま

す。 

 また、毎年、学校から部活指導員の要望書が届けられるとのことですが、体育系、文化系に

分けて、どれだけ充足しているのか、伺います。 

 次に、学校現場における千葉市歌の活用について伺います。 

 選挙で他市に伺ったときに、有名なシンガーソングライターが作曲した曲を学校のお帰りの

時間に流していたと伺いました。 

 そこで伺います。 

 これまでも、亀井議員が長きにわたり取り組んできた千葉市歌についてです。 

 その千葉市歌を千葉市の学校の給食やお掃除の時間に１曲ずつ流していただき、子供たちに

なれ親しんでいただき、大人になっても、ちょっとしたときに口からついて出てくると、さら

に千葉市への愛着も醸成されるのではないかと考えます。 

 実は、このたび、総務委員会で春日市に伺いました。市政50周年記念事業として、以前から

あった春日音頭、これは軍隊調ですので、柔らかい感じにアレンジして、周年事業のイベント

として振りつけもして、この春日市のイメージにぴったりな春日音頭の取組をしたとき、コロ

ナでなかなか取り組めなかったということでしたので、今後、もっと学校現場でも取り組める

ようにしたらどうかとの私の質問に、検討したいとのお話もありました。お考えを伺います。 

 次に、この節、ニュースでにぎわっている大麻に似た合成物質のグミが何とお祭り等で口に

した10代から50代の男女が救急車で運ばれたとありました。これは大変なことです。11月22日

には、違法グミとして決定されたとの報道もありました。こうした新手の事件や他市では誘拐

事件で発見されたときは亡くなられていたとか、まだ発見されていないなどの報道も数多く見

聞きしていますので、大変心配です。 

 このような、子供たちを取り巻くリスクについて、千葉市の小学校ではどのような指導をし

ているのか、伺います。 

 次に、不登校対策についてです。 

 会派のメンバーの代表質問、そして会派の一般質問もありましたが、連携しながらお伺いい

たします。 

 何人のお子さんが千葉市においては不登校になっているのか、伺います。 

 千葉市には、以前から不登校対策には力を入れていただき、ライトポート、ステップルーム
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の効果もあると伺っています。 

 そこで、それらに何人の児童生徒が通っているのか、伺います。 

 千葉市は、ステップルームやライトポートのお友達も、タブレットで学んでいらっしゃいま

す。また、在宅の不登校のお友達もタブレットで学ぶことができているのか、三井議員の質問

に答えていただきました。 

 そこで伺います。 

 その際の出席扱いはどのようになっていて、また、オンラインで受ける授業の内容はどのよ

うになっているのか、伺います。 

 次に、会派の視察に伺った熊本市の場合、フレンドリーオンラインは、年に１人、２人、学

校に戻っているとのことです。一概には言えませんが、それでも多くのお友達との関わりあい

は、将来にわたり役立つのではないかとの考えから、千葉市の場合、どの程度の児童生徒が学

校に戻っていらっしゃるのか、伺います。 

 もちろん、学校に復帰は大切ですが、昨今は、学校に行かなくても、様々な対応でよいこと

になっています。そこで、ライトポートやステップルームを利用した児童生徒の様々な成長に

ついて伺います。 

 最後に、金融教育についてです。 

 市民の方々から、学校では金融教育をしているのか、御意見、御要望が増えています。特に、

投資について、子供の頃から取り組むべきとの指摘をいただいてきました。千葉市の学校では、

投資についてどのような学習をしているのか、伺います。 

 以上で、１回目とさせていただきます。 

 ２回目以降は、質問席でさせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 職員数についてお答えします。 

 まず、これまでの職員の増員等についてですが、前計画の期間内においては、霊園事業にお

ける指定管理者制度の導入や内部事務の民間委託化を進めるとともに、オリンピック・パラリ

ンピック事業の収束等に伴う職員の再配置を行い、児童相談所等の配置基準職場のほか、コロ

ナや災害等の危機事案対応のため繁忙となっていた部署等に必要な増員を行ってまいりました。 

 最後に、次期計画はいつになるのかについてですが、前計画は本年４月までとなっておりま

したが、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ見直し後のコロナ対応状況や児童相

談所などの配置基準職場の増員見込み、また、今年度からスタートした第一次実施計画の業務

量等を踏まえ、今後必要となる人的需要を見極めながら、今年度中の策定に向け作業を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 高齢者福祉についてのうち、所管についてお答えをいたします。 

 ごみ出し支援を環境局で実施することについてですが、本市では、地域における支え合い・

助け合い活動の充実を促進することとしており、高齢者等ごみ出し支援事業につきましては、

より多くの方々が支援を受けられるよう、関係部局が連携し、支援団体の増加に向けた周知啓

発に取り組んでおります。 

 他政令市において、高齢者や障害者の御自宅から直接収集を行っている事例があると承知を
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しておりますが、収集の担い手や対象者の基準、経費等が様々でありますことから、まずは、

政令市のほか、県内主要市の状況を把握するため、アンケート調査を実施しているところです。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 高齢者福祉についてのうち、所管についてお答えします。 

 高齢者等ごみ出し支援事業、シルバー人材センター、介護保険の利用実績についてですが、

高齢者等ごみ出し支援事業は、ごみ出し支援を行っている団体に対して助成をするものであり、

昨年度は、実施団体として登録されている団体が40団体、利用世帯数は133世帯でした。シル

バー人材センターでは、会員が30分以内にできる家事などを500円で実施するワンコインサー

ビスを実施しております。昨年度は1,764回の利用があり、そのうち、ごみ出しでの利用は

1,414回でした。介護保険サービスを利用したごみ出し支援は、訪問介護などホームヘルパー

等による訪問サービスの利用の中で行われておりますが、掃除、洗濯、調理など、家事援助の

内容は、それぞれのケアプランを確認する必要があるため、実績としては集計しておりません。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 病院経営についてお答えします。 

 まず、院内サポートに関する市立病院の現状及び新病院の対応と常駐についてですが、現在、

両病院では、正面玄関ロビーに常駐しているコンシェルジュが病院患者の状況を注視しており、

車椅子の貸し出しや診察科までの案内など、様々なサポートを実施しております。 

 また、介助が必要な患者がタクシー等から乗降する際は、患者支援センターの看護師が協力

して対応しております。 

 さらに、海浜病院では、地元のボランティアグループのメンバーが交代で高齢者等に向け、

自動受付機や自動精算機の操作説明などを実施しております。 

 院内サポートについては、現在のスタッフで既に実施している部分も多く、専門のスタッフ

を改めて配置する必要はないと考えております。 

 また、介護度が高い患者については、対応できる民間事業者を既に利用している場合も多く、

現状で十分対応が可能と考えております。 

 新病院につきましても、引き続き、様々な患者のニーズに対応できるよう努めてまいります。 

 次に、病床数減による青葉病院と新病院の診療体制ですが、新病院は、現在の海浜病院の

293床に、青葉病院から移動する40床と県から認められた増床分16床を合わせ、病床数は349床

となります。 

 診療体制といたしましては、現在の海浜病院の体制に加え、呼吸器内科や整形外科などの特

に高齢者医療の充実に努めてまいります。 

 青葉病院においては、病床数は369床から329床へと減少いたしますが、診療体制は現状を維

持し、患者の皆様に影響のないよう運営してまいります。また、必要となる医師等の配置につ

きましても、両病院の診療体制を踏まえ、計画的に配置してまいります。 

 次に、市立病院における診察室や病室等の課題及び新病院の整備についてですが、青葉病院

や海浜病院では、外来の診察室や検査室を１階と２階にまたがって配置しており、動線に課題

があったため、新病院においては、外来機能と検査機能を原則１階に、同じく海浜病院では、

産科病棟と新生児、乳幼児病棟が異なる階であったのを集約配置することなど、利便性の向上
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を図っております。 

 また、病室においても、個室率について、青葉病院の約25％、海浜病院の約16％に対し、新

病院では約46％としており、患者の療養環境の向上を図っております。 

 次に、プロポーザル方式によるコスト縮減の取組と従前方式との違いですが、今回の技術提

案・交渉方式では、公募プロポーザル方式により技術提案を公募し、学識経験者を含む選定委

員会にて施工予定者をあらかじめ選定し、実施設計段階から本市、施工予定者、設計事務所等

で協議、施工予定者の独自のノウハウを活用しながら実施設計図面を作成していくこととなり

ます。 

 通常の建築工事に係る入札であれば、落札した金額について、原則、協議交渉がなく、落札

価格がそのまま契約金額となりますが、今回の新病院整備の場合、実施設計に基づく施行予定

者からの見積もりをもとに協議の上、契約金額である合意金額を変更することが可能なことな

どが従前の方式と異なるところでございます。 

 次に、コンストラクションマネジメント、いわゆるＣＭ業務についてですが、その目的と効

果及び他市の事例について、ＣＭ業務とは、建設事業の設計、発注、施工の各段階において、

従来発注者が担っていた設計や発注方式の検討、工程、品質、コスト管理など、各種マネジメ

ント業務を発注者のかわりに行うものです。 

 ＣＭ事業者が入ることにより、実施設計段階から設計者と施工予定者との間に入り、ＶＥ提

案内容の検討や調整、また、施工予定者との価格交渉においても助言などを行うなど、建設工

事費のコスト縮減に寄与しております。また、ＣＭ業務における他市事例といたしましては、

横浜市立市民病院やさいたま市立病院のほか、本市の新庁舎整備事業においても実施しており

ます。 

 最後に、新病院整備におけるＶＥ、いわゆるバリューエンジニアリング提案の効果ですが、

技術提案、交渉方式、いわゆるＥＣＩ方式という発注形式により、実施設計段階から施工予定

者のノウハウを生かした設計を行い、ＶＥ提案として、施工予定者の独自工法である柱、梁接

合部分の鉄骨材料の使用や形状変更のほか、照明や配線ケーブルの仕様見直しなどを採用する

ことで、約５億円の工事費削減を図りました。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 教育についてお答えします。 

 まず、部活動顧問や部活動指導員を含む外部指導者の人数と配置状況についてですが、顧問

の教員は、運動部で985人、文化部で355人。部活動指導員は、運動部で33人、文化部で４人。

民間指導者は、運動部で45人、文化部で10人を配置しています。 

 なお、無償ボランティアによる指導は、校長の判断で実施していることから、人数を把握し

ておりません。 

 また、各市立学校が配置希望をする部活動指導員に対しては、運動部活で６つが、民間指導

者に対しては、運動部活動で７つ、文化部活動で１つが未配置となっております。 

 次に、給食や掃除の時間に千葉市の歌を流すことについてですが、千葉市こどもの歌を今月

の歌として取り上げ、給食の時間に流している小学校や音楽科の授業の初めに千葉市歌を歌っ

ている中学校がございます。また、それぞれの小中学校音楽発表会の全員合唱曲としても毎年

取り上げるなど、児童生徒が親しむ機会を設けております。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第８号（12月14日） 

－9－ 

 今後も学校生活の様々な場面において、千葉市の歌に触れ、子供たちが千葉市への愛着を持

てるように努めてまいります。 

 次に、子供たちを取り巻くリスクに対する指導についてですが、教育活動全体を通じて、身

の回りに発生し得る危険について、自ら考え、危険を予測する力や回避する力を身につけられ

るようにしております。 

 今後も、全市立学校において、防犯標語になっている「いかのおすし」の周知や警察による

防犯教室など、子供たちが犯罪等に巻き込まれることのないよう、指導や啓発に一層努めてま

いります。 

 次に、本市における不登校児童数並びにライトポート及びステップルームの利用人数につい

てですが、昨年度の市立小中学校の不登校児童生徒数は1,637人、また、教育支援センター、

ライトポートを利用した児童生徒数は313人、校内教育支援センター、ステップルームや保健

室など別室で指導、支援を受けた児童生徒数は778人となっております。 

 次に、オンラインで学ぶ際の出席扱い及びオンラインでの支援についてですが、各市立学校

で判断が異ならないよう、文部科学省から示された不登校児童生徒への支援の在り方について

に沿って校長が判断しております。 

 具体的には、児童生徒の自立を助ける上で有効、適切と判断した場合など、一定の要件を満

たした上で、自宅でＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合、出席扱いとしております。 

 また、オンラインでの支援は、朝の健康観察で本人の様子を確認することや所属学級の授業

に参加できるようにすることなど、児童生徒及び保護者の希望に応じて行っております。 

 次に、学校に戻っている児童生徒がどの程度いるのか、また、ライトポート、ステップルー

ムを利用した児童生徒の成長についてですが、不登校児童生徒への支援は、学校への復帰だけ

が目的ではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指す必要

があると考えております。 

 そのため、様々なケースがありますが、学校に復帰した児童生徒については、複数名いるこ

とを把握しております。 

 ライトポートに通う児童生徒では、学習の機会が増え、進学への意欲が高まった、集団活動

を通じて友達との関係を築けるようになった、初めて宿泊行事に参加できたなど、自立に向け

て成長する姿が見られております。 

 また、ステップルームを利用している児童生徒では、学習意欲の高まりだけでなく、個々の

状況に応じた支援を受けられる安心感から、学校に居場所ができたなど、前向きな変容や心の

成長が見られております。 

 最後に、学校における投資に関する学習についてですが、義務教育において、学習指導要領

に投資についての扱いがなく、小中学校の家庭科で、物や金銭の大切さと計画的な使い方を、

中学校の社会科公民で、金融の仕組みと働きなど、市場経済の基本的な考え方を学習しており

ます。 

 高等学校では、昨年度から実施されている学習指導要領において、金融教育に関する内容が

拡充されており、家庭科の家庭基礎や公民科の公共、政治・経済、資産運用に伴うリスクやリ

ターンなど、投資について学習しております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 三瓶輝枝議員。 
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○48番（三瓶輝枝君） ただいま御答弁いただきまして、ありがとうございました。２回目は、

意見と要望と、そして質問もさせていただきます。また、項目も順番を変えさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 まず、初めに職員数についてです。 

 必要なところに職員を配置してきたとの御答弁です。実際に働いている職員から、長時間労

働と職員数の不足について意見をいただいています。現状は、厳しい状況の業務もあります。

既に計画期間が過ぎていますが、今、作業中との御答弁をいただきましたので、よろしくお願

いします。 

 今回、質問しませんでしたが、新規の事業が発生しても、既存事業の改廃がなく、業務量が

増加の一途をたどっているところもあります。過去に、過度な職員数の削減もあったので、増

員も含め、業務量に見合った適切な職員数が確保される計画になるよう、強く要望いたします。 

 次に、病院経営についてです。 

 新病院のＶＥ提案で５億円削減できたとの確認ができました。評価させていただきます。青

葉病院において、診療体制は現状を維持したとの答弁でした。 

 そこで伺います。 

 病床数が40床減るとのことですが、受入れ入院患者数はどうなるのか。また、医師、看護師、

コメディカルにおいて人数の変動はどうなるのか、伺います。 

 次に、教育について伺います。 

 部活動顧問や部活動指導員を含む外部指導員の人数と配置状況について伺いました。全部で

14の部活が未配置だということも分かりました。学校や教育委員会として、どのような対応を

しているのか、伺います。 

 そして、２つ目に、千葉市子どもの歌について、いつもやっている学校とやっていない学校

があると分かりました。先生方や子供たちの負担のない範囲で取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 あわせて、市民の方からの御意見ですが、町会主催の地区運動会には、子供たちも参加して

いますので、千葉市子どもの歌や千葉市歌を披露していただく機会があるとよいのではと聞い

ているところでございます。 

 最後になります。高齢者福祉についてです。 

 御答弁で、無料の一人暮らし高齢者のごみ出し支援について、利用者は全市で133世帯、問

い合わせをするたびに、保健福祉局に無料のごみ出し支援のボランティアさんがその地域には

いなくてできませんと言われます。断られたと何人もの方からお話を伺っています。私も何回

か断られました。 

 また、シルバー人材センターにおいては、割り戻してみますと、何と29前後世帯です。無料

の133世帯と料金のかかる29前後の世帯、また、以前から聞いているのですが、現在の職員数

では、とてもやり切れないとのことですが、現在、環境事業所に40名ほど実働部隊の職員の方

がいらっしゃいます。 

 試算しますと、２人１組で１日15件ほど、可燃物、資源物、危険物など、まとめてふたつき

の入れ物に入れておいてもらい、２週間に１回まとめて回収したとして、１日15件、この15件

を５日間かけますと75世帯になり、そして２週間ごとになりますので、掛けますと150世帯分

になります。そして、150世帯分掛けることの職員の皆さん40人を２人ずつで20チームを掛け
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たとして、２週間で3,000世帯の回収ができる計算になります。これなら、市民も断られない

で済むと思います。 

 また、回収車は環境事務所にパッカー車が14台、軽のワゴンボックスカーは２台あるとのこ

とです。使える車が16台になりますので、20チームではなく、16チームになります。それでも、

２週間で2,400世帯分を回収できる計算になり、これが年間回収世帯数です。保健福祉局の年

間133世帯、シルバー人材センターの年間29世帯と比較すると、雲泥の差になります。 

 無料でできる世帯と料金のかかる世帯では、不公平感が拭い切れませんし、困り果ててしま

う方が大勢いらっしゃいますので、御検討をお願いしたいと思います。 

 また、回収業務をする際には、介護保険等の連携を経てからになると考えます。このように、

保健福祉局とは別の環境局でも、無料で回収していただければと考えております。何せ、冒頭

に紹介しましたように、横浜市もそうですが、千葉市でもボランティアさんが以前から既に限

界にもなっています。千葉市は、今までの経緯がありますので、全ての回収業務を環境局で担

う必要はありません。千葉市全体の現在のボランティアさんの育成の観点からも養成しながら

進めていくことが重要だと考えます。 

 職員の皆さんも、別の仕事がありますので、負担のない形での御検討を強く要望いたします。

ちなみに、会派の議員がいますが、現在、親御さんが別の区に暮らしています。親御さんの回

収ステーションに出すため、議会のあるときも手伝いに、他の別の区に行くので大変だ、早く

サービスを確立してもらいたいとの意見があることも申し添えさせていただきます。 

 以上で、２回目とさせていただきます。 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） ２回目の御質問にお答えします。 

 病院経営についてお答えします。 

 青葉病院の入院患者数についてですが、病床数が減少しても、近隣医療機関との連携強化等

を行い、現在の患者数を維持できるよう努めてまいります。また、医師、看護師、コメディカ

ルの人数についてですが、患者数の維持などに必要な人員を確保してまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 教育についてお答えします。 

 部活動指導員等の配置要望に対して、未配置となっている場合の対応についてですが、市ホ

ームページや保護者などを通じて、部活動指導員等を募集するなどし、人材が確保でき次第配

置しております。 

 以上でございます。 

○副議長（麻生紀雄君） 三瓶輝枝議員。 

○48番（三瓶輝枝君） 御答弁ありがとうございました。３回目は、意見要望とさせていただ

きます。 

 初めに教育についてです。 

 御答弁によると、部活動指導員がいない期間があるということも分かりました。学校現場に

部活動指導員等の空白期間をつくることのないように、地域のスポーツ振興会、社体、または

民間のスポーツクラブの方々にも意見などを拝聴したり、実際に指導員として協力をいただけ

るような会をつくることも必要だと考えます。現在、そうした会はないと伺っておりますので、
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強く要望いたします。 

 次に、病院経営についてです。 

 青葉病院の病床数削減があっても、現在の患者数の維持とそのための必要な人材の確保もす

るとの御答弁でした。利用する市民はもとより、病院スタッフあっての病院の収益につながり

ます。実現をぜひお願い申し上げまして、私の一般質問を終わりにさせていただきます。 

 御清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 三瓶輝枝議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。19番・渡辺忍議員。 

〔19番・渡辺 忍君 登壇、拍手〕 

○19番（渡辺 忍君） 立憲民主・無所属千葉市議会議員団の渡辺忍です。 

 通告に従い、一般質問を行います。 

 まず、初めに、ごみ減量についてです。 

 地球温暖化は待ったなしの政策課題です。ごみ焼却場・収集運搬業務、住宅や事業所の省エ

ネ促進や次世代自動車の普及促進のほか、再生可能エネルギーの導入促進など、市民と意識を

合わせて改革を進めるためにも、今後ますます市民に向けた気候変動に対する危機意識の醸成、

行動変容につながる施策が重要となってきます。 

 温暖化の実感から、環境への意識が変化してきています。本日は、これまでも私が質問して

きたプラスチックごみと生ごみの減量について伺ってまいります。 

 まず、初めにプラスチックごみ減量についてです。 

 昨年度、前計画より６年ぶりに千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定しました。こ

れまでの私の一般質問では、プラスチックごみの削減について、マイボトル利用促進、容器の

リユースなどを意見、要望し、海洋マイクロプラスチックの調査を進めることを希望しました

が、計画の中でどのように位置づけましたか。 

 以降の質問は質問席にて行います。御答弁、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 本年４月にスタートした一般廃棄物（ごみ）処理基本計画では、

リデュース、リユースの促進の計画事業としてリユースカップの普及促進を、プラスチックご

みの発生抑制の推進の計画事業としてマイボトルの利用促進と海洋プラスチックごみの状況把

握及び情報公開を位置づけております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 計画事業に位置づけられていることが確認できました。以前の質問で、

ごみ減量のためのちばルール協力店とともに、プラスチックごみ削減にも取り組んでいると伺

っていますが、ちばルールは改正した平成25年より内容が変わっておらず、より強力にプラス

チックごみ削減のメッセージを込める必要があると感じています。 

 また、ちばルール行動協力店は近年増えておらず、増やすための取組も必要です。ごみ減量

のためのちばルールについて、現時点の活用と今後について伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） ごみ減量のためのちばルール協定店により、環境に配慮した製品

の取り扱い拡大、食べきりメニューの提供などによる食品ロスの削減、食品トレイの店頭回収

などを実施していただくともに、これらの情報を市民の皆様に提供し、活用促進に努めており
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ます。 

 昨年、環境配慮製品の取り扱い拡大に取り組む製造事業者等を協定締結の対象に追加したと

ころであり、意欲ある事業者の掘り起こしに取り組むとともに、本年４月にスタートした一般

廃棄物（ごみ）処理基本計画の趣旨を踏まえ、市民の皆様、事業者の皆様により分かりやすい

ものとなるよう、今年度中にちばルールの改正を行ってまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 計画では、見直しと効果の検証がうたわれています。今後、時代の変

化に合わせた見直しを適切に行うことを要望いたします。 

 次に、ペットボトルごみの発生抑制として、これまで公共施設の飲料自販機のペットボトル

削減や会議での飲料提供方法の見直し等を求めてきました。マイボトル推進の啓発について、

現状と課題を市民向け及び庁内での取組とあわせてお答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 市民の皆様には、ごみ減量広報紙「Ｇｏ！Ｇｏ！へらそうくん」

や使い捨てプラスチックごみ削減キャンペーンなどのイベントにより、マイボトル活用促進の

周知啓発を行っております。本市職員に対しては、千葉市役所プラスチックごみ削減に関する

方針を策定し、マイボトル持参の率先行動などの意識醸成を図っております。 

 また、市民の皆様と本市職員に実施したアンケート結果では、いずれも、マイバッグに比べ

マイボトルの活用が低い傾向にあり、ペットボトルからマイボトルへの行動変容につながる取

組が必要と考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 私が参加した会議で、ペットボトルのお茶が配られましたので、プラ

スチックごみの削減のためにやめてほしい旨を担当者に伝えたら、会議でやめるように発言し

てほしいと言われました。そうでないと、やめにくいとのことでした。そのような意識ではな

く、率先行動として、マイボトル推進を参加者に伝えてほしいと思います。 

 一方で、職員向けの方針を周知徹底した効果として、市庁舎内の店舗でマイバッグを使って

いる方が増えている実感があります。次の段階としてマイボトル持参が当たり前となるよう、

取組強化を要望します。 

 マイボトル推進の取組の中で、マイボトル用給水機を設置して啓発活動を行っている自治体

があります。公共施設や公園等に設置することで、誰でも給水でき、熱中症対策にもなり、マ

イボトル推進のメッセージを込めることができます。 

 千葉市の公共施設における給水スポットを増やすこと、イベント等でも給水スポットを設置

してマイボトル推進を広報、啓発することについて見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 市施設におけるマイボトルの給水スポットをリスト化し、市ホー

ムページ、ＳＮＳ、チラシ等で情報提供し、マイボトルの利用促進を図ってまいります。新た

な給水スポットの設置につきましては、有効性や利便性等の観点から引き続き検討してまいり

ます。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 高松市では、給水するとペットボトル削減数が表示される屋外型給水

機をクラウドファンディングによって市内団体が市役所前に設置したそうです。資金が多く集
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まったため、コミュニティセンターにも屋内給水機の設置がされるようです。 

 千葉市の魅力である海辺へのマイボトル給水機の常設などとあわせ、ごみ拾いボランティア

団体、企業、大学等と連携して、マイボトル持参運動を行うのはどうでしょうか。計画にも位

置づけたマイボトルの利用促進のために、マイボトル用給水機の設置を強く求めます。 

 次に、リユース食器利用促進事業について伺います。 

 以前、プラスチックごみの減量、再資源化を促進する環境づくりのために、リユース食器利

用促進事業を行う予定と伺っていましたが、その後の状況はどのようになっていますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） コロナ禍での感染予防の観点から、現時点におきましては、具体

的な取組に至っておりませんが、今後、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の再使用、リユース

の促進の取組の１つとして検討を進めてまいりたいと考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 使い捨て容器ごみを削減するために、リユース食器を地域でシェアす

るサービスの導入を進めるＭｅｇｌｏｏでは、登録店舗のテイクアウトで、スライドの写真の

ようなオシャレなリユース食器を選択することができます。食べ終わった後はさっと流したら、

登録店舗どこでも返却ができます。 

 鎌倉市の実証実験では、常設11店舗、イベント利用６店舗が参加し、利用数が順調に伸び、

現在常設15店舗へ導入が増加しています。その他、東京、北海道や静岡県などでも導入エリア

が増えてきています。 

 広島県三原市では、一番大きな地域の祭りで、リユースカップ以外の生ビールの販売を禁止

した事例もあります。店舗でのリユース食器の利用促進、イベント時のワンウェイ容器の使用

削減は、行動変容につながる大切な機会と考えます。 

 今後、千葉市でも、店舗への働きかけ、祭りやマルシェ等のイベント時の給水スポット設置

やリユース容器利用を原則とすることなど、企業との連携も含め、より強力なプラスチックご

み削減の対策を望みます。 

 次に、海洋マイクロプラスチックについてです。 

 こちらのスライドは、ピリカが発表した調査資料マイクロプラスチック等の流出実態調査

2020年度版から、マイクロプラスチック推定商品の質量比のグラフです。 

 ピリカは、2011年に京都大学の研究室から生まれた人類が生み出した最も大きな課題である

環境課題を科学技術の力で解決することに挑戦している団体です。 

 グラフを見て分かるとおり、１番が人工芝で25.2％、コーティング肥料が16.2％で、２番目

に多くなっています。右下の写真がコーティング肥料で、被覆肥料と呼ばれ、主に水田で使用

される肥料です。合成樹脂等でコーティングされているため、１回散布すると、生育に合わせ

て肥料が少しずつ溶け出し効果が維持されるため重宝されていますが、写真左下のように、河

川等に流出して問題となっています。 

 千葉市における被覆肥料についての問題認識と対応策について伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 経済農政局長。 

○経済農政局長（橋本直明君） 本市として、プラスチック被覆肥料につきまして、その被膜

殻が水田から流出することは、全国的な問題であると認識しております。 

 こうした中、市内農業者におかれては、排水口へのネットの設置や代かき時の水位管理など
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により、水田からの流出抑制に取り組んでいると聞いております。 

 また、ＪＡ千葉みらいにおかれては、来年の春用肥料から、被膜殻が崩壊、分解しやすく、

流出抑制や環境負荷低減が期待できる被覆肥料の販売を開始する予定とのことです。 

 引き続き、農業におきましても、プラスチックの流出抑制に向けて、国、県、農業団体等と

連携を図りながら、農業者の皆様への周知を図るとともに、対策につきましても研究してまい

ります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 千葉市として主体的に海洋マイクロプラスチック削減に取り組むため、

例えば、今後補助金を出す際の要件や評価項目に被覆肥料以外の肥料の使用にインセンティブ

があるような条件提示を要望いたします。 

 全国的には、プラスチックごみゼロ宣言を行い、削減の施策に力を入れる具体的取組が示さ

れ始めています。また、名古屋市では、プラスチック削減方針の作成により、市民の意識向上

に効果を上げていると考えます。 

 千葉市として、プラスチックごみゼロ宣言を行うことやプラスチック削減指針等を作成する

ことの見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画では、プラスチックごみの発生

抑制の推進、プラスチックの再資源化の推進を施策の柱として新たに位置づけたところであり、

同計画のさらなる周知と分別収集及び再資源化を含めたプラスチックに関する取組の検討を進

めるとともに、プラスチックごみゼロ宣言を発出している他都市における宣言の発出効果等を

確認してまいります。 

 また、プラスチックごみ削減指針につきましては、千葉市役所プラスチックごみ削減に関す

る方針の一層の徹底により、本市職員一人一人のプラスチックごみ削減に対する意識及び行動

変容を促し、個別の事業に反映できるよう取り組んでまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 企業と協働して、スプーン、フォーク、箸の入ったオリジナルマイカ

トラリーセットを市内全区で各種のイベントで配布をしながら啓発を行うなど、積極的に取り

組んでいることは評価しております。 

 宣言や指針策定まで至らずとも、例えば、現在リデュース、リユース、リサイクル、３Ｒの

啓発の中で、分別して捨てればリサイクルされるのでしょというのではなく、順番が大事で、

消費者として取り組む順番は、リデュース、減らす、リユース、再利用を優先して取り組むこ

とをもっと強調することを求めます。 

 さらには、他都市で４Ｒ、５Ｒなど加えられているリフューズ、断るやリペア、修理などを

啓発の中に、少し目新しい視点を盛り込むことも検討してください。 

 次に、生ごみ減量について伺います。 

 現在の千葉市における生ごみ減量・再資源化対策の状況について伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 生ごみについては、発生抑制の観点から、各種講習会、イベント

等による啓発、エコレシピ動画の発信、フードドライブの推進などの取組を。また、再資源化

の観点から、生ごみ減量処理機の購入補助、生ごみ減量・再資源化の助言や技術指導等を行う、
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生ごみ資源化アドバイザーを養成、派遣などの取組を一体的に展開いたしております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 最近は、食品ロス対策としてフードドライブなど、目に見える形での

啓発が進んできたことは大いに評価をするところです。 

 一方で、スライドのグラフは、千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に掲載されている

2021年度のごみ組成分析結果ですが、家庭ごみの生ごみ全体35％のうち、いわゆる食品ロスで

ある手つかず食品に比べ、調理くずが18倍と大きな割合を占めていることが分かります。食品

ロス対策だけでは、十分な効果は望めません。 

 そこで、家庭ごみ減量に対する施策について伺います。 

 スライドのグラフは、家庭ごみ減量に効果のある機器の購入を補助した実績と家庭で取り組

める生ごみ分解処理容器、ミニ・キエーロを使った講座のこれまでの応募者数と参加者数の推

移です。 

 家庭ごみ減量処理機等補助及びミニ・キエーロサポーター事業は大変有効な事業と考えます

が、予算の確保についての考え方を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 家庭用生ごみ減量処理機及び肥料化容器の購入補助実績は、コロ

ナ禍に入った令和２年度以降おおむね増加をしております。また、ミニ・キエーロサポーター

事業につきましても、事業開始の平成30年度以降、毎年参加世帯が増加しております。これら

の取組につきましては、市民の皆様が生ごみの減量・再資源化に取り組む重要な契機となりま

すことから、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） こちらがミニ・キエーロで、土に生ごみを混ぜて埋めると微生物が生

ごみを分解し、家庭で簡単に生ごみの減量に取り組めるものです。右の写真は、参加者から提

出されたレポートの一部ですが、子供たちが自由研究のテーマとしても扱えることで、人気の

講座となっています。 

 こちらは、先ほどのグラフのとおり、応募者数は多く、応募者全員が参加できていない状況

です。全員が参加できるよう、特に子供は全員参加できるように要望いたします。 

 私自身、ここ１年半、コンポストに取り組んでいますが、始めた当初は、可燃ごみが極端に

軽くなったことに愕然としました。ごみ袋の中身が使用済みのティッシュペーパーやプラごみ

だけになっていることに気づき、プラスチックトレイをリサイクルのためにスーパーに持ち込

むようになりました。行動変容が起きることを自ら体験したことから、有効性を感じています。 

 また、実家ではおしゃれなｌｏｏｆｅｎというごみ減量処理機を購入しました。ごみ捨てが

難しくなった高齢者の暮らしや介護する家族にごみが軽くなるとの視点からの啓発をすること

も提案いたします。 

 生ごみの堆肥化を行っている世帯へ購入費用を補助していますが、できた堆肥を使い切れず

にやめてしまう事例があります。現在、打瀬地区では、マンションのサークル活動として堆肥

を二次発酵する設備をマンション内に設置し、堆肥の提供先の畑と連携する循環ができていま

す。コミュニティーで取り組むことで、堆肥化に関する学び合い、助け合いや自然な見守りな

ど好循環が生まれています。このような取組については、さらに研究を進め、今後の啓発に生

かすようお願いいたします。 
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 次に、家庭ではなく、生ごみ処理機を事業系の方が購入する際の助成制度の利用状況につい

て伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 環境局長。 

○環境局長（宮本寿正君） 制度を導入した平成30年度から現在までに８件の事業所に対し助

成を行っております。助成を受けた事業所には、翌年度から３年間生ごみ処理量の実績報告を

義務づけており、これまでに延べ約1,200トン、事業所当たり７割の生ごみが減量化されてお

ります。今後、厨房を有する事業所に周知するなど、効果的な周知方法を検討し、助成制度の

さらなる利用促進に努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） ７割の生ごみが減量されるとのこと、大変効果的と考えます。様々な

場面での周知を行い、助成制度の利用を促進し、それに見合った予算拡充を求めます。 

 以前の一般質問で、堆肥の活用に関するモデル地区の検討について提案した際には、本市に

おける効果的な生ごみの減量・再資源化対策について、費用面をはじめ、有効性、継続性等の

観点から検討してまいりますとの御答弁がありましたが、生ごみ分別回収が難しいことは理解

しています。 

 韓国では、最近マンションのごみ置き場には、生ごみ専用のハイテクな回収機が設置され、

ＩＤカードでタッチするとごみ箱のふたがあき、生ごみを捨てられます。捨てた量が記録され、

後日マンション管理費として捨てた分の処理費用を支払う仕組みだそうです。 

 韓国は1990年代からごみ問題に取り組み、1997年には生ごみの分別が義務化されました。

2011年からスマート生ごみ回収機の設置が始まり、全国に普及したそうです。 

 捨てる生ごみの重量に応じた従量課金制であるため、少しでも料金を安くしようと生ごみの

水分を絞る、乾燥させる、生ごみを出さないように気をつけるなどの行動変容が起こり、結果、

25％の生ごみが削減されたそうです。 

 さらに、回収された生ごみは、主に堆肥30％、動物飼料60％、バイオ燃料10％の３つにリサ

イクルされています。生ごみは分別回収すれば資源であり、焼却ごみとしている日本は、今後

サステーナブルな生ごみ回収について検討する必要があります。 

 市民の理解を進めながら、大きな転換が必要な時期に来ています。生ごみ分別回収の検討を

含め、千葉市でできることはしっかりと推し進めていただくよう要望いたします。 

 次に、介護についてです。 

 介護人材不足について、本日は介護認定調査員の不足とケアマネジャーの不足について伺い

ます。 

 コロナ禍では、要介護認定の更新に関して、感染拡大防止の観点から認定調査が困難な場合、

有効期限を12か月まで延長可能という特別ルールがありました。コロナが５類になり通常の手

続に戻ったことで、要介護認定が渋滞し、遅れが出ていると聞きました。 

 千葉市の現状について、コロナ前とコロナ後、それぞれの認定までの平均日数の変化につい

てお示しください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 要介護認定申請日から審査判定日までの平均日数は、コロナ

禍前の令和元年度の平均は45.6日、今年度の９月末までの平均は49日となっております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 
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○19番（渡辺 忍君） コロナ対応のための一時的な不足として対応しているのでしょうか。

既にコロナ前から30日以上かかっているというのは、法律上の要件を満たしていない状況です。

調査員不足の解消のために千葉市で対策していること、今後人数を増やす必要性とその他の対

策について伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 要介護認定申請日から審査判定日までの日数の長期化は、全

国的な課題となっております。本市では、コロナ禍前の令和元年度と比べると介護認定調査員

は60人から69人に増員し、調査員数増への対応を図ってまいりましたが、引き続き、調査員の

増員やケアマネジャーへの調査委託の拡充など、認定事務に係る対応策を強化してまいります。 

 認定調査を含めて認定業務全体の効率的な在り方の検討を進め、将来にわたって円滑な要介

護認定業務が行えるよう取り組んでまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 全国的な問題であることは理解いたしました。他自治体から国への提

案事業で、専門的に認定を行う事務受託法人への委託が認められたと聞いています。千葉市も

検討を進めることを要望いたします。 

 次に、ケアマネジャーの不足について伺います。 

 ケアマネジャーは業務が多岐にわたり、業務量と給料面がつり合わないと感じている人が多

いようです。やりがいはあっても、燃え尽きてやめてしまう人も多いと聞きます。コロナ禍で、

元気な高齢者でも自宅で過ごす時間が増えたため、意欲や体力が低下し、介護保険サービスの

申請者や要介護者が増加している中、新規の申請に対応したくても、ケアマネジャーの手がい

っぱいで断られることも多く、介護の現場ではケアマネジャーの不足を強く感じているといい

ます。 

 ケアマネジャーの不足について、千葉市ではどのように把握しているか、また、対策につい

て伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 昨年度に実施した介護保険事業所向けのアンケート調査の結

果によると、居宅介護支援事業所において、現在雇用する従業員数と理想とする人数の差が平

均してマイナス0.57人となっており、人材が不足している状況にあると認識しております。 

 ケアマネジャーについては、業務負担に比べて収入が低いことなどから、若手のなり手が少

ないなど、将来的な人材不足が懸念されていることなどを踏まえ、現在、国において１人当た

りの取り扱い件数を増やすことで収入増につなげるなどの方向で、来年度の省令改正が検討さ

れております。 

 本市としては、ケアマネジャーを含めた介護従事者の処遇改善につながる適切な介護報酬及

び人員基準の見直しについて、引き続き国に対し要望してまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 介護人材不足解消のために国事業で行っている処遇改善加算の対象に

居宅介護支援事業所がなっていないことは問題ではないでしょうか。加算される介護職と収入

が逆転していると聞きます。処遇改善加算の対象とするよう、引き続き国への要望をお願いい

たします。 

 作成書類が多く、仕事をしながらの定期的な研修は、時間的にも費用の面でも負担が大きい
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ことから、研修を受けやすい様々な支援の検討も必要と考えます。また、今回の質問の聞き取

りで、市内の実働ケアマネジャー数をすぐに把握するのは困難とのことでしたが、ケアマネジ

ャーの実働数を把握し、毎年の増減の動向を見定めて対処が必要ではないでしょうか。 

 さらに、ケアマネジャーの上位資格になる主任介護支援専門員、主任ケアマネジャーの取得

に時間がかかり、業務過多な中で受講が難しい状況があると聞きます。主任ケアマネジャーに

なるためには、ケアマネジャーとして通算５年以上の実務経験が必要で、研修は講義と演習を

含む70時間の研修が必要です。居宅介護事業所には配置が必要になるものの、資格取得に時間

がかかるため、人手不足が懸念されています。 

 ケアマネジャーが足りなくなると、在宅介護の根幹が崩れます。受けたいサービスが受けら

れないことが起きないように、ケアマネジャーの勤務実態の把握と支援強化を要望します。 

 次に、介護現場のハラスメント対策について伺います。 

 介護職の方から、介護業界は一般社会で常識となっているセクハラ・パワハラ対策が全く反

映していないと伺いました。千葉市では、事業所向けにリーフレットが作成されておりますが、

どのような経緯でつくることになったのか、また、効果について伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 利用者やその家族からの過度な要求や威圧的な言動が在宅医

療・介護の現場での問題となっていることを背景に、市医師会などの関係団体で構成される千

葉市在宅医療推進連絡協議会から、カスタマーハラスメント防止に向けた啓発を行うべきとの

提言を受けました。これを踏まえまして、市介護支援専門員協議会やあんしんケアセンター、

本市の関連部門などをメンバーとしたワーキンググループで啓発方法を検討し、リーフレット

を作成いたしました。 

 在宅医療・介護の現場でこのリーフレットが活用されることで、利用者にもカスタマーハラ

スメントに関する理解が広がり、利用者と介護職の良好な関係の構築につながるといった効果

を期待しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 事業者への配布など、啓発はどのように行っていますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） リーフレットは、あんしんケアセンターや居宅介護支援事業

所などの介護保険事業所に配布したほか、市ホームページに掲載しております。また、カスタ

マーハラスメントに詳しい弁護士を講師に迎え、あんしんケアセンターなどと連携して医療・

介護専門職向けの研修を開催するなど、カスタマーハラスメント防止の啓発に努めております。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 介護者がハラスメントを受けた際に所属事業所へ相談します。利用者

と介護者は直接の契約関係はなく、利用者は事業所と契約を結んでいます。事業所が介護職を

的確に指導し、守れる体制を構築しているかが問題となります。行っている講座は、介護専門

職対象とのことですが、啓発は経営層向けにもやる必要があると考えます。また、事業者のハ

ラスメント体質が問題となるケースもあると聞きます。事業者へは、カスタマーハラスメント

に関する研修を行うのはもちろんのこと、一般社会でいうパワハラ、セクハラに関する研修も

必要なのではないでしょうか。 

 大切な介護人材確保のために、ハラスメント対策を重要な課題と捉え、さらなる拡充を求め
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ます。 

 最後に、介護予防について、シニアリーダー事業について伺います。 

 高齢者による高齢者のための体操、介護予防として転倒防止と認知症予防を掲げたこのシニ

アリーダー体操は、私も幾つかの教室で体験をさせていただきました。リーダーとして教室を

運営する方々にとっても、参加される高齢者にとっても、大変有意義なものであると実感して

います。他の自治体の理学療法士の方からも、地域を巻き込んだ体系立てた施策がすばらしい

との声を聞きます。 

 こちらのスライドは、区ごと、教室数と参加者数を2019年からグラフ化したものですが、コ

ロナ禍に残念ながら活動が縮小し、教室数は大分戻ってきたものの、参加者数はコロナ前に比

べまだまだ少ない状況です。千葉市の施策として誇るべきシニアリーダー体操、そのリーダー

養成についても、千葉市がこれまでの経緯と状況をどのように捉えているか、また、今後につ

いてもお聞かせください。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） シニアリーダー事業は、高齢男性の閉じこもりに着目し、平

成27年度に開始した事業で、介護予防や運動指導技術を習得するための養成講座を受講した市

民にリーダーとして活躍していただき、地域の介護予防を推進することを目的としております。 

 シニアリーダーによる体操教室数は、現在約180あり、公民館や自治会館のほか、高齢者施

設や病院などでも実施しておりますが、コロナ禍で休止したまま、再開が難しい教室もありま

す。シニアリーダーになる方は、最近、40代、50代の若い方も見られるようになってきました。

今後は、参加者が歩いて通えるような身近な教室を目指し、会場の確保に努めるとともに、実

際に活動している方たちの声なども伝えながら、より多くの方にリーダーとして活躍していた

だけるよう取り組んでまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員。 

○19番（渡辺 忍君） 社会参加が介護予防で重要なテーマです。シニアリーダー養成のター

ゲットをどこに定めていくのか。継続のためには対策が必要と考えます。今後は、地域づくり

大学校の受講生、シルバー人材センター等での案内もお願いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。御清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 渡辺忍議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。34番・佐々木友樹議員。 

〔34番・佐々木友樹君 登壇、拍手〕 

○34番（佐々木友樹君） 日本共産党千葉市議会議員団の佐々木友樹でございます。 

 通告に従い、一般質問を行います。 

 初めに、病院行政について、新病院整備についてであります。 

 今議会の補正予算案には、施工予定者とコスト削減や設計見直しなどについて協議した結果、

工事総額が増額となり、再度、継続費の変更や工事着工が遅れたため、現年度予算について減

額補正を行うという提案がされております。 

 新病院の整備費は、令和５年度当初予算時の約238億円から、今回の補正で313億5,000万円

と大幅に増額することになり、工事着工の遅れから開院時期も令和８年秋頃にずれ込むことと

なります。 

 新病院の開院時期が半年ほどずれ込む形となることで、地域医療との連携やバス路線の関係
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について支障とならないのか、伺います。 

 以降は、質問席にて質問を行います。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 答弁願います。病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 新病院が開院するまでの間、海浜病院において引き続き地域

医療との連携を深めるとともに、バス路線の乗り入れについても継続的に働きかけを行ってい

くことから、特段の支障はないものと考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 議案質疑でも、私、ただしましたけれども、新病院についても混合

病棟になることについて、市立病院の使命として断らない医療を掲げての対応となるわけであ

りますが、様々な診療科の入院機能が混合する中で、医師や看護師についても負担とならない

のか、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 現在の海浜病院でも、各病棟において診療科を問わず受け入

れていることから、特段の負担はないものと考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 次に、現在の海浜病院の診療科と療養体制の充実について伺いたい

と思います。 

 10月17日に、我が会派の中村公江市議、安喰初美市議、そして市民の方とともに海浜病院の

診療体制、老朽化対策、療養体制の状況などについて伺いました。１階の相談窓口でのがん相

談のプライバシー保護のための個室が設けられていたり、消防局の救急搬送への影響を少なく

するため、他の医療機関から、または他の医療機関への転院、搬送のための救急車両の配備、

ＤＭＡＴ対応の車両の２台で対応しているということも伺いました。御説明いただいた病院関

係者の皆様には感謝を申し上げます。 

 そこで気づいた点をまず伺いたいと思いますが、新型コロナの感染については、現在落ち着

いている状況にありますが、コロナの疑いのある患者などへの対応として、病院内の通路など

にソファーを置き、パーティションで隔離する形をとっておりましたが、プレハブや車の中で

待機するスペースを病院敷地内に確保して対応することが望ましいのではないでしょうか。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類に移行されて

からは、病院内に待機していただき診療を行っておりますが、患者の希望に応じて車の中でお

待ちいただくことも可能としております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 次に、診療科について伺いますが、海浜病院の産科の状況について

伺います。 

 救急で24時間受け入れとなっているわけでありますが、多胎妊娠や妊娠高血圧症候群、切迫

早産、早期前期破水などに対応することは必要ですが、産科医師の負担など産科の状況につい

ては、どう対応されておりますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 現在、常勤医６人と専攻医３人の計９人の医師に加え、他院

からの派遣医師により対応しております。 
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○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 病院内でも、新生児科や他の診療科との連携を図って対応されてお

りますが、産科医師の確保についても取り組むべきではないでしょうか。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 他の診療科と同様に、大学医学部をはじめ、県内外から医師

の確保に努めております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 高齢者の医療の充実に向けてですけれども、来年度は整形外科の医

師を増やす予定と伺っておりますが、高齢者などの骨折に対応した入院環境の改善が図られる

のか。脳神経外科とともに介護が必要な患者への対応が増加している介護職の待遇改善につい

ても、あわせて見解を求めます。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 整形外科では、高齢者等の骨折に対応できる入院環境の整備

を段階的に進めております。また、引き続き介護福祉士の増員にも取り組んでまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） また、高齢者医療の充実に求められる泌尿器科については、医師不

足もあり、昨年12月から外来診療について予約制となる対応がとられております。医師が診療

に集中せざるを得なくなっており、午後までかかるケースもあるようですが、常勤医がいない

ことも影響し、近隣の民間病院への紹介も行われております。 

 泌尿器科についても常勤医を配置できるようにしていくべきではないでしょうか。お答えく

ださい。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 現在、常勤医は１人在籍しておりますが、より充実した診療

体制とするため、新病院に向けて段階的に増員に努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 常勤医が１人ではですね、やはり市民の医療ニーズや実態に応える

ことができません。この間指摘しております小児科医の体制が厚く、逆にこれから求められる

高齢者医療、整形外科や泌尿器科の医師の体制が薄い課題があります。医師をバランスよく配

置することが求められます。 

 これまで質問してきたようにですね、整形外科や泌尿器科などの高齢者医療に携わる医療の

確保へ、研修医も含めた複数体制の手だてを講じるべきです。お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 病院局次長。 

○病院局次長（佐藤ひとみ君） 大学医学部をはじめ、県内外から必要な人材確保に努めてお

ります。また、研修医についても、今年度８人を受け入れており、来年度も同程度の受け入れ

を予定しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） ９月の代表質疑も含めて質問しておりますが、今回の質問では取り

上げていない新病院への交通アクセスも含めてですね、市民の皆さんがやはり期待、関心を持

っておられるからこそ、やはりこうした質問をしているわけであります。 

 日本共産党千葉市議会議員団が毎年取り組んでおります市民要望アンケートでも、やはり診
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療科の充実などを含めてお聞きした中で、最も多かったのは、病院への交通アクセス、次いで

診療科の充実でありました。海浜病院、そして新病院の充実が図られるよう、今後も取り上げ

ていきたいと思います。 

 次に、会計年度任用職員について伺います。 

 まず、会計年度任用職員全般について伺いたいと思います。 

 非正規の地方公務員の約８割は、会計年度任用職員となっています。御承知のように、会計

年度ごとの１年契約を原則としている仕組みであり、再任用も可能とされていますが、自治体

の判断で再任用の回数を制限しているところもある中、雇い止めが広がるということも指摘さ

れております。 

 千葉市における会計年度任用職員の状況は、表にありますとおり、人数も職員全体に占める

割合も増えておりまして、一番下の男性と女性の割合で言いますと、女性の割合が84.7％と高

いのが特徴となっております。 

 全体として会計年度任用職員は１年ごとの更新でありまして、非常に不安定な雇用となって

いますが、長期に安定的な雇用を行うことが求められていると考えます。現在の対応について

伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 会計年度任用職員につきましては、平等取り扱いの原則を踏まえ、

また、国の事務処理マニュアルに従い原則公募とし、能力実証を経て任用することを基本とし

ておりますが、同一の業務を継続して行う再度の任用に関しては、例外として、国の例に倣い

２回までを限度に公募によらず、従前の勤務実績と面接に基づく能力実証により任用すること

を可能としております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 令和４年12月23日付の自治行政局公務員部長の通知の再度の任用で

は、再度の任用を想定する場合の能力実証及び募集については、各地方公共団体において、平

等取り扱いの原則及び成果主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ適切に対応することとされ

ております。 

 千葉市では、原則公募とし、能力実証を経ての任用が基本であるが、同一の業務を継続して

行う再度の任用に関しては、例外として２回までを限度に、公募によらず従前の勤務実績と面

接に基づく能力実証による任用を可能としているとのことであります。この再度任用の運用の

対象外としている職種はあるのか、いわゆる雇い止めに遭った会計年度任用職員はいませんか。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 全ての職を対象として運用しており、能力実証の結果や業務自体

の廃止その他の合理的な理由がある場合を除き、再度の任用を行っております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 専門的な技術や知識の蓄積は重要と考えます。公募ではなく継続雇

用が必要であり、本来、正規職員として採用または正規雇用を希望する会計年度任用職員に対

して採用枠を広げることも必要ではないでしょうか、お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 平成28年度から民間企業等職務経験者対象の採用試験において、

本市会計年度任用職員の職務経験についても、受験要件の職務経験の対象としており、正規職
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員としての活躍の門戸を広げております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 官製ワーキングプアの労働者を生み出さない取組が必要であります。

希望者には無期雇用に転換することを求めますが、お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 会計年度任用職員につきましては、地方公務員法で、一会計年度

を超えない範囲で任用される職と定められております。これまでも、正規職員に準じて給与改

定等を実施するなど、会計年度任用職員の処遇改善に取り組んでおり、引き続き、会計年度任

用職員がやりがいを持って働けるよう、職場環境の整備等に努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 次に、学校図書館指導員について伺います。 

 学校図書館指導員は、小中学校、特別支援学校の学校図書館が読書センター、学習センター、

情報センターとしての機能が充実し、学校図書館の活性化を図るための役割を持ち、配置をさ

れております。本年４月１日時点で110人が雇用をされています。 

 まず、学校図書館指導員の主な業務と学校規模ごとの勤務日数について示してください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 学校図書館指導員の主な業務は、児童生徒への読み聞かせや学習

指導に要する図書の準備、学校図書館の環境整備や図書だよりの作成などとなっております。 

 また、勤務日数は、原則として、20学級以上の学校では１校に週４日の勤務、それ以外の学

校では２校に週２日ずつの勤務となっています。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 主な業務が示されましたけれども、運営管理的職務に関することで

は、選書ですとか、利用状況の記録、広報活動、教育的勤務に関することでは、読書相談、学

習指導に要する図書の準備・収集、地域・家庭との連携に関することでは、先ほどの読み聞か

せですとか、さらには読書ボランティア活動の推進など、学校図書館指導員は大変重要な役割

を担われております。 

 学校図書館指導員は、会計年度任用職員でありまして、直近の10月の平均給与は、交通費を

含め15万6,000円であり、令和４年度の平均年収は218万1,000円ですけれども、学校図書館指

導員の平均勤続年数と最も長く勤務されている方の年数についても明らかにしてください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 昨年度末時点の学校図書館指導員の平均勤務年数は、約13年で、

最も長く勤務されている方の勤続年数は、27年となっております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 千葉市の学校図書館指導員募集要項によれば、応募資格として、学

校教育及び児童生徒の読書活動に深い理解と熱意があり、以下の要件を満たしている者として、

幼稚園、小学校、中学校のいずれかの教員免許を取得している者または司書教諭、司書、司書

補のいずれかの資格を取得している者としております。 

 読書活動に熱意があり、専門職として働きがいがある方が職についていることは想像できま

すが、学校図書館指導員として働く方は給与が上がらず、勤務も２校になる方もおられます。

職務や役割からも、専門職である学校図書指導員の報酬の引き上げが必要ではないでしょうか。
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見解を伺います。また、学校図書館指導員は110名で、２校勤務もある中で、業務に向き合え

るよう、増員を図ることも求めます。お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 報酬の引き上げは、今議会で提出している給与条例等の改正議案

が可決された場合、来年度から報酬月額を引き上げるとともに、勤勉手当の支給が可能となっ

ております。また、増員については、現在、学校規模に応じた配置を進めており、今後も適切

な配置に努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） ある方はですね、３年に１回は異動となり、同じ学校に５年くらい

勤務することで仕事に打ち込めると。２校勤務でそれぞれの子供たちの図書への関心も違うし、

学校の様子も見極めながら、子供たちに合った図書の選書を行っているということでありまし

た。他の学校で図書館指導員がやめれば、その波は自分のところに来るということでありまし

て、こうした方々に支えられていると言っても過言ではないと思います。 

 今回、この学校図書館指導員の待遇改善を求める質問をするきっかけとなったのは、こうし

た声が寄せられたからであります。そもそも給与が低い状況にある中で、学校図書館指導員の

給与を抜本的に引き上げるべきではないでしょうか。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 学校図書館指導員の給与水準については、人事委員会勧告に基づ

く一般職の職員の給与改定状況や近隣他市の給与水準などを踏まえながら適切に対応してまい

ります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 次に、図書館における司書についてです。 

 図書館の司書についても、学校図書館指導員と同様に、レファレンス等のカウンター業務だ

けではなく、書誌情報の作成、企画展示・広報、選書などの資料管理、読書会、読み聞かせで

すね、などの業務に当たられております。 

 こちらも会計年度任用職員であり、中央図書館の週４日勤務で、平均月収約15万4,000円、

平均年収は約223万円であります。地区図書館・分館の週３日勤務で、平均月収約11万9,000円、

平均年収は172万4,000円となっております。 

 図書館の司書についても、平均勤続年数と最も長く勤務されている方の年数についても明ら

かにしてください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 昨年度末時点の図書館司書の平均勤続年数は、約15年で、最も長

く勤務されている方の勤務年数は、29年６か月となっております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 図書館の司書についても、読書活動に熱意を持ち、働きがいややり

がいを持たれていることがうかがえます。公共性、専門性も高い職であり、勤続年数のように

経験豊かで知識の宝庫とも言える存在であり、市民にとっての財産、宝でもあります。 

 そうした図書館司書についても、待遇改善を図っていくべきではないでしょうか、お答えく

ださい。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 
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○教育次長（秋幡浩明君） 図書館司書の待遇改善については、人事委員会勧告に基づく一般

職の職員の給与改定状況や社会情勢等を踏まえ、勤務条件等に関して適切に対応してまいりま

す。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 市として、また教育委員会として、こうした分野で働く皆さんの時

給を上げていく、専門職としてしっかりと配置していくことが必要である。このことを重ねて

求めておきたいと思います。 

 会計年度任用職員の最後に、保育士について伺います。 

 会計年度任用職員のうち、フルタイム任用を認めているのは、保育士と、表にありますが、

その他の中に病院局に勤務する医師事務作業補助者となっております。 

 本年４月１日現在で、171名がフルタイム任用の保育士となっております。令和３年第４回

定例会で、小坂さとみ議員がこの保育士に関わる問題を一般質問で取り上げられておりまして、

正規職員の保育士とフルタイム任用の保育士の給与の格差を指摘されておりました。 

 今議会に提案されている会計年度任用職員への新たな勤勉手当が支給となった場合、正規職

員とフルタイム任用の年収の差はどのようになりますか。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 今議会で提出している給与条例等の改正議案が可決された場合、

正規職員のうち、主にクラスを受け持つ保育士の平均年収は、約511万円となりますが、フル

タイムで勤務する会計年度任用職員の保育士においては、最も時給が高い職員で、勤勉手当を

含め約387万円となり、正規職員との年収の差は約124万円となります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） これまで公立の保育現場では、非正規雇用を補充して対応が図られ

てきたわけですが、やはり保育士についても、正規職員とフルタイム任用の職員の勤務時間や

保育している内容に差がないのであれば、給与の格差を埋めていくための対応が図られるべき

ではないでしょうか。また、正規職員として採用していくことも必要ではないでしょうか。お

答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 保育計画や保育要録の作成は正規職員のみが行うなど、正規職員

と会計年度任用職員の保育士では、その職務内容や職責に違いがあることから、職務給の原則

に基づき、その職責等に応じて給与を決定しております。また、民間企業等職務経験者採用試

験の受験要件の見直しにより、本市の会計年度任用職員としての勤務経験がある保育士をこれ

までに25人採用しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 会計年度任用職員制度は、非正規職員の法的地位を明確にして、処

遇を改善する趣旨で創設をされました。会計年度任用職員は、公務・公共業務にとってなくて

はならない役割を担っております。これまで質問してきたとおり、職務に専念できる待遇を改

善するよう求めておきたいと思います。 

 次に、学校施設について、学校体育館のエアコン整備についてであります。 

 今年は９月になっても暑い日が続き、気温30度を超える真夏日が続く猛暑の中で、子供たち

の体調管理とともに、ＷＢＧＴ測定器による暑さ指数を確認しながら、校庭や体育館での活動
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を進めていたと伺っております。各家庭で用意した水筒の水を飲み干して帰宅するなどの状況

がありました。 

 子供たちの命と健康を守りながら、学校における教育活動を進めていくには、学校体育館の

エアコン整備は必要ではないでしょうか。 

 我が会派の盛田眞弓市議の代表質問で、千葉市小中学校体育館空調設備設置に向けた基礎調

査の状況について伺ったところ、詳細な検証を行っているところとの答弁がありました。今回

の調査の目的は、市立学校の体育館への空調設備を設置するため、コスト、機器選定などの条

件を精査し、実現可能な空調設備の仕様を策定することを目的としております。この調査結果

について明らかにしていただきたいのと、市民にこの調査結果の概要を公表するなどの考えは

ありますか。伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 調査結果を踏まえ、詳細な検証を行っている段階であり、整備の

方針が決まり次第、公表してまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 学校体育館のエアコン整備について、千葉市において体育館の断熱

改修の必要性はあるのか、改修しなくても空調設備設置によって効果が得られるものとなって

いるのか、伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 断熱改修により、空調効率が高められ、空調機器の負荷の低減が

図られますが、他自治体では改修工事を行わない事例もあることから、断熱改修の有無やその

効果について調査結果を踏まえて検証を行っているところです。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 千葉市においてエアコンを整備する年数は、具体的に示されており

ませんが、船橋市が中学校体育館と市立高校へのエアコン設置を予算化させました。予算編成

権のある神谷市長の判断がやはり求められると思います。早期に整備計画をつくり、予算化す

べきと考えますが、お答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） エアコンの機器選定、断熱改修などの技術的な課題や事業費、財

源などの課題について詳細な検証を行っており、引き続き、実効性のある整備計画となるよう、

検討を進めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 今御答弁にあったように、詳細な検証を行っているとしていますが、

いつまでに完了し、整備計画づくりに進める予定なのかについてもお答えください。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 課題を整理し、できる限り速やかに検証作業を完了し、整備方針

の検討を進めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 国の学校施設環境改善交付金、今議会にも補正予算が組まれており

ますが、その中に、大規模改造（空調（冷暖房設備）整備）事業があり、学校体育館へ新たに

エアコン整備を行う場合の国庫補助の算定割合は２分の１となっております。現時点で、この
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事業は令和７年度までとなっております。体育館は、災害時に避難所ともなります。児童生徒

の学習環境を整備することは重要でありまして、それだけではなく、学校に関わる団体など、

多くの方が利用されております。教育環境改善に早急に取り組むよう強く求めておきます。 

 次に、給食調理室のエアコン整備についてであります。 

 学校の給食調理室のエアコン設置については、順次行われ、今議会の補正予算における学校

施設の環境整備でも、令和６年度の給食室冷暖房設備整備で、小学校18校分の経費が計上され

たところであります。 

 エアコンのない給食室の課題について、あるニュース番組の特集でも、千葉市の給食室が取

り上げられたところであります。学校関係者に伺ったところ、熱中症等などの体調不良を理由

にして給食調理員がやむなく離職してしまったケースがあったようであります。 

 改めて伺いますが、給食室で熱中症等により体調不良を訴えた職員、調理員がいた昨年度の

学校数とそのうちエアコンが未設置の学校数についてお示しください。 

 また、エアコンが整備された学校における効果、熱中症等により体調不良を訴える職員数が

減ったなどの効果はあらわれているのか、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 昨年７月の調査結果では、給食室で熱中症などにより体調不良を

訴えた職員がいた市立学校は33校であり、うち、エアコン未設置校は29校となっております。 

 また、この調査において体調不良を訴えた職員がいた学校の割合は、エアコン未設置校のほ

うが高かったため、エアコン整備の効果はあると考えております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 学校の周辺環境にもよって、調理室の窓をあけることができない学

校もあると伺っていますが、こうした学校に対する支援はこれまでどのように実施してきたの

でしょうか。スポットクーラーのさらなる配備など、対応もあわせて求めますが、お答えくだ

さい。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 給食室にエアコンのない市立学校については、スポットクーラー

の活用に加え、今年度からポケットに保冷剤を入れて体を冷やすことができるベストを職員に

貸与しております。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） このような状況はですね、やはり解消しなければならないと思いま

す。それでも、やはり暑い中での作業となるわけでありますから、ぜひ解消をお願いしたいと

思いますが、令和７年度まででは、この年度に設置を予定している16校の状況は改善されませ

ん。さらなる前倒しを求めますが、見解を伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 令和７年度に設置を予定している学校については、６年度に実施

設計を予定しております。国庫補助の交付決定スケジュールなどを踏まえ、早期に工事発注が

行えるよう努めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 暑い中での調理となり、エアコンが設置されていない調理室の改善

が急がれます。こちらも早期に設置が完了するよう実施設計を急いでいただきたいと思います。 
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 また、第２回定例会で椛澤洋平市議が求めました中学校の配膳室についても、これもやはり

暑い中での作業となりますから、設置を検討していただくよう、あわせて求めておきたいと思

います。 

 最後に、美浜区の千葉県企業局の土地についてであります。 

 現在、美浜区内には、旧真砂コミュニティセンター・検見川地区サービスセンタービルや旧

磯辺第一小学校跡地、旧企業庁事務所跡など、千葉県企業局が所有する土地が残されておりま

す。県民、市民にとって貴重な土地でありまして、有効活用が求められております。 

 千葉県企業局が所有する土地、未利用地が多く存在している中で、私どもが取り組んできた

アンケートにも、旧真砂コミュニティセンター跡も含めて、市民にとって必要な、例えば介護

施設等の利用が望まれていますが、まずは、市民の要望を把握することを求めますが、見解を

求めます。 

○副議長（麻生紀雄君） 総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） 千葉県企業局が所有する土地、未利用地について、同局が土

地の分譲を検討する際には、事前に情報提供いただき、庁内での情報共有を図った上で、市民

生活やまちづくりの観点から必要な意見を伝えるとともに、地域住民の意向に配慮するよう要

望しているところでございます。今後も、同局と緊密に連携を図り、地域住民への丁寧な対応

を求めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 現在、千葉県造成土地管理経営計画といったものがありまして、そ

れに基づく美浜区内の分譲予定地は、美浜区若葉３丁目地内、打瀬３丁目11街区、磯辺５丁目

の旧磯辺第一小学校跡地となっております。 

 同計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度となっていますが、分譲する時期がいつに

なるのか、見通しが立っていないとのことであります。 

 この計画の中にあります地元市のまちづくりの意向を踏まえた土地活用となるよう、単なる

やはり売却処分ではなく、市民のための活用となることを市として千葉県に求める考えはある

のか、伺います。 

○副議長（麻生紀雄君） 総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） これらの地域で企業局が所有する土地の処分に当たりまして

は、引き続き同局との緊密な連携のもと、情報共有を図りながら、市民生活やまちづくりの観

点から必要な意見を伝えるとともに、地域住民の意向に配慮するよう要望するなどの対応に努

めてまいります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 美浜区はですね、他の区と比べても特別養護老人ホームが少ないの

が現状でありまして、千葉県企業局の土地について、定期借地を利用した介護施設などの整備

の必要性について見解を求めますが、どうでしょうか。 

○副議長（麻生紀雄君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 特別養護老人ホームの区ごとの偏在の解消のため、美浜区な

どで、市有地も含めて利活用可能な公有地等の情報を把握した際には、土地面積や使途の要件

などを確認し、特別養護老人ホームの建設地として適当か、検討を行っております。 

 今後とも、庁内関係部局や千葉県などの関係機関とも連携しながら、情報の把握に努めてま
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いります。 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員。 

○34番（佐々木友樹君） 市内全体も含めて、また、美浜区でも特別養護老人ホームの増設を

望む声が大変多いです。県は、所有する財産を少なくしていく方向にありまして、この間、分

譲された土地を見ますと、マンションですとか、戸建て住宅などに変わっております。 

 若い世代が増え、人口が増えることはよいことではありますが、一方の高齢化への対応が必

要であります。ぜひ千葉県とも連携をしていただくことを求めまして、私の一般質問を終わら

せていただきます。 

 御清聴いただきまして、ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（麻生紀雄君） 佐々木友樹議員の一般質問を終わります。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 後 ２ 時 43 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 ３ 時 15 分 開 議 

○議長（石川 弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。17番・小坂さとみ議員。 

〔17番・小坂さとみ君 登壇、拍手〕 

○17番（小坂さとみ君） 立憲民主・無所属千葉市議会議員団の小坂さとみです。 

 通告に従い、初めに、自転車を活用したまちづくりについて伺います。 

 本市は、自転車を活用したまちづくりを推進されておられます。ちばチャリスタイルをコン

セプトに取組が進み、自転車を活用したまちづくり推進計画は、第２期に入っております。自

転車を活用したまちづくり条例第３条に上げる基本理念には、自転車は、健康増進及び災害時

において機動的である等の様々な特性と地域の活性化に貢献するなど、多様な可能性を有する

ことから、将来にわたり成熟した都市にふさわしいまちづくりを目指すとしています。 

 各地でも、様々特徴ある取組が進められておりますが、本市らしい取組と成果につながるこ

とを大いに期待いたします。 

 そこで、本市のこれまでの取組や今後の計画について伺ってまいります。 

 初めに、安全対策について伺います。 

 昨今、自転車の事故件数は減少傾向にあるものの、自転車に乗る人のルール、マナー違反は、

課題となっており、市民から改善を望む声を多く聞いています。命を守るために、本年４月よ

りヘルメット着用の努力義務化となりましたが、ヘルメットさえかぶれば安全が担保されるも

のではなく、個々がルールとマナーをしっかりと守ることが肝要です。 

 自転車は、幼児期から乗ることから、乗り始めの段階からルール、マナーに加え、正しい乗

り方を学ぶことが大切であると考えます。 

 そこで、本市は、幼児に向けた自転車の正しい乗り方の習得についてどのような取組をされ

ているのか、伺います。 

 以降、質問席にて続けます。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 幼児の段階から、自転車に乗るときのルールや注意点などを学ん

でもらうことが大切と考えており、これから自転車に乗り始める幼児に向け、乗り方やルール
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を親子で学ぶ自転車教室を花見川緑地交通公園などで開催しております。このほか、ペダルの

ない自転車を使い、楽しみながら自転車の操作方法を学ぶデンマーク式自転車ゲームを保育所

などで実施しております。 

 また、広く市民の皆様に正しい乗り方を知っていただくため、参考となるユーチューブ動画

を配信しております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 子供の頃から自転車のルール、マナーを学ぶ機会づくり、さらには、

親子で参加ということで、大人も学ぶ機会になる本市の取組を評価いたします。 

 警察庁は、自転車の交通違反取締りの検討に入っております。つまり青切符の発行です。警

察庁によりますと、自転車乗用中に亡くなった、あるいは重い怪我を負った方の４分の３以上

は、法令違反を犯しているとのことです。不幸な事故は、自転車走行者のみならず、他の方も

巻き込みますので、ルール、マナーを守った走行を心がけたいと思います。 

 残念ながら、自転車のルール、マナー違反と事故件数が多いのは、高校生であると言われて

います。札幌第一高校では、自転車試験を実施し、90点以上をとれた者だけが自転車での通学

許可となるとのことです。本市におかれましても、参考にしていただければと思います。 

 次に、自転車の走行環境について伺います。 

 自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられており、したがって、車道通行が原則です

が、いまだ、歩道を走る自転車が多く、そのため歩行者との接触事故が課題になっています。 

 本市は、交通量が多い道路には、自転車レーンや矢羽根の路面表示など、自転車が車道を走

るように喚起を促しています。しかしながら、依然として歩道を走る自転車が多いのが現状で

す。 

 そこで、本市の、これまでの走行環境の整備状況について伺います。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 昨年度末までに、自転車レーンを17キロメートル、矢羽根の路面

標示を59キロメートル、歩行者と自転車の通行を区分した自転車歩行者専用道路などを２キロ

メートル、合わせて78キロメートルの整備を実施しております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 本市は、自転車走行環境の整備を着実に進められたことにより、青

色の路面表示の認知が広がり、車道を走る自転車が増加していることを評価いたします。地域

の方から私のところに来る声は、自転車で歩道を走るより、段差のない車道を走る方が走りや

すい、また、自転車レーンなどがあることで、車道を走らねばならない意識が高まったという

好意的な声がある一方で、矢羽根の路面表示があっても、通行量が多い道路の車道を走るのは

怖いという声も聞かれます。 

 幅寄せをするつもりのない車でも、狭い道路幅の道では、おのずと幅寄せ状態となり、自転

車走行する側にとっては、怖いと感じる気持ちはよく分かります。また、車側にとっても、自

転車の横を走ることに不安を感じる方も少なくないのではないでしょうか。 

 このように、走行環境整備がなされても、歩道を走る方が都合がよいとか、車道を走るのは

怖いと感じて歩道走行を続ける人に行動を変えてもらうためには、不安を払拭できる道路の環

境づくりが必要と考えます。 

 そこで、要望です。本市がこれまで多く整備してきた矢羽根の路面表示から、今後は、自転
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車レーンを基本として整備することはできないでしょうか。自転車専用と明示し、自転車走行

可能な幅があれば、安心感を持って走りやすくなります。 

 また、幅が広い歩道を自転車専用道路と２分割することはできませんか。実際、私自身、幅

が狭い車道を自転車で走る際、ふと歩道を見ると、歩道に十分に幅があれば、頑張って狭い車

道を自転車で走ることに疑問を感じ、歩道を走りたくなります。 

 さて、かつて、政府は自転車は歩道を走ることとしていました。これは、世界でも珍しい政

策ですが、1960から1970年代に起きた交通戦争と呼ばれる交通事故の急激な増加を受けて、

1970年に道路交通法を改正して、自動車と自転車の分離のため、自転車に歩道通行を許したこ

とが始まりです。よって、人々が自転車で歩道を走ることはその名残によるもので、現在の広

い歩道環境も、歩行者と自転車がともに利用できるように道路設計されたと推察いたします。 

 政府は、現在、自転車を歩道からおろし、自転車は車道走行することと、かじを切り直しま

した。その判断は、世界基準に戻すものですが、今までの道路環境や人の認識はすぐに変わる

ものではありません。注意だけで人の行動が変えられない現状がある中、道路環境を変える発

想が必要だと思います。本市の取組を期待いたします。 

 次に、放置自転車について伺います。 

 かつては、駅周辺などには放置自転車であふれている光景がありましたが、本市の御尽力に

より、近年その数は激減しています。 

 さて、その放置自転車対策にかかる費用には、自転車の撤去、撤去した自転車の一時保管場

所、そして追放指導員などが挙げられると想定しますが、昨今の放置自転車の減少を鑑みると、

そろそろ、それらにかける支出額を減少することが期待されるところです。 

 そこで伺います。 

 放置自転車対策に関する予算額と放置自転車撤去台数の過去３年の推移をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 放置自転車対策に関する予算額は、令和２年度が約１億800万円、

３年度が約１億700万円、４年度が約１億1,000万円で、ほぼ横ばいとなっております。 

 放置自転車の撤去台数は、令和２年度が約8,000台、３年度が約7,700台、４年度が約7,000

台で、減少傾向となっております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 放置自転車対策に関わる予算は、毎年何と約１億円という大変大き

な額であり、そして過去３年の予算額は横ばいであることが分かりました。この予算は、市民

の皆様に御協力いただくことで、削減に大きく寄与すると考えます。そのためには、まずは、

現状を知っていただき、御協力いただけるよう周知をお願いしたいところです。同時に、本市

の御尽力により、近年、駐輪マナーは向上されています。 

 そこで、今後は、当予算の削減を検討されることをお考えではありませんか。また、削減し

た場合の懸念事項があればお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 放置自転車の対策である追放指導や撤去活動を縮小すると、減少

傾向である放置自転車が再び増大するおそれがあるため、対策を継続的に行うことが大変重要

であると認識しており、必要な予算を確保し、放置自転車対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。 
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○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 放置自転車の撤去活動や指導を緩めると、また増加の懸念があるこ

とから、当面は対策予算の削減を行わず、引き続きの対策に努められるお考えであることを理

解いたしました。 

 必要な対策に予算を使うことは、もちろん理解いたしますが、削減可能となる対策を講じて

いただき、適切な時期を見極めて予算削減に努められることを期待いたします。 

 そこで確認いたしますが、放置自転車が多い地域におけるその要因と解決に向けた本市の取

組についてお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 駅周辺などの放置自転車は、一時利用の駐輪場の不足や一部利用

者の問題によるものと考えております。このため、継続的に追放指導や撤去活動を行うととも

に、定期利用にあきがある場合などで一時利用の駐輪場を増設しているほか、放置自転車が商

業施設の利用者である場合は、その店舗に対策を講じるよう要請しております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 放置自転車が多い地域とは、主に駅周辺であり、その要因は一時利

用の駐輪場の不足や一部利用者の問題によるものと考えておられることが分かりました。 

 さて、自転車の活用を推進することの成果とは、自転車を利用する人が増加することであり

ますが、その成果に附帯して駐輪場所のニーズが増加することは必須と考えます。当然、駐輪

場所は人が集まる商店街、駅周辺になります。昨今は、商店街、駅周辺に一時駐輪場の設置が

されておりますが、そこに駐輪できない場合は、どうしても放置自転車という形で駐輪せざる

を得ない状況があるのではないでしょうか。 

 本市が推進する自転車を活用したまちづくりの推進ベースには、安全走行の取組と並行して

駐輪スペースの確保が不可欠であると考えますので、取組をお願いいたします。 

 次に、健康増進・環境対策に資する自転車の活用について伺います。 

 国は、自転車活用推進計画の目標及び実施すべき施策の１つとして、国民の健康増進や環境

負荷の低減に自転車の活用を挙げております。そこで、自転車を活用する手段の１つとして、

毎日のように利用できる自転車通勤などが有効であると考えます。 

 このような中、本市では、国土交通省が企業活動における自転車通勤や業務利用の拡大を図

ることを目的に創設した「自転車通勤推進企業宣言プロジェクト」の宣言企業として、大臣認

定を受けたと伺いました。県内自治体で初となる認定で、市役所職員自らが自転車の活用を実

践していく意気込みを感じるところです。 

 そこで、市職員に向けた自転車通勤を推進するための本市の取組について伺います。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 市民の皆様に自転車通勤を促進するための率先行動として、宣言

企業に認定された趣旨を踏まえ、関係部局と連携し、通勤や業務における本市職員の自転車利

用を推進してまいります。 

 また、二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向け、職員一人一人

の日常的な行動指針といたしまして、今年度末に策定を予定している「ゼロカーボンアクショ

ン推進方針」に自転車通勤を位置づけてまいります。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 
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○17番（小坂さとみ君） 本市が今年度末に策定を予定している、ゼロカーボンアクション推

進方針に自転車通勤を位置づけて、本市職員の自転車通勤を奨励していかれる計画であること

を確認いたしました。 

 では、民間企業へ広めていくための取組についてはいかがですか。 

○議長（石川 弘君） 建設局長。 

○建設局長（水間明宏君） 宣言企業としての本市の率先的な取組や効果を経済団体などを通

じ各企業に周知するとともに、ＳＮＳなどを活用し広く市民の皆様に情報発信するなど、自転

車の利用促進に努めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 本市の率先的な取組や効果が民間企業への意識づけとなり、同プロ

ジェクトへの参画につながることを大いに期待いたします。 

 では、次にシェアサイクルについて伺います。 

 まず、本市がシェアサイクルを導入した目的をお聞かせください。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） シェアサイクル事業は、市民や来街者の皆様の利便性、回遊性の

向上とあわせまして、地域の活性化等を図ることを目的として、公共交通の機能を補完する新

たな交通サービスとして導入したものでございます。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） では、本市でシェアサイクルが導入されて以降、実際のシェアサイ

クルユーザーは、どのような利用目的で使われているのか、また、シェアサイクルに求められ

ている声についてお伺いします。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 本年10月に、市民を対象といたしましたウェブアンケートの結果

によりますと、シェアサイクルの主な利用目的は、買い物などの日常利用が最も多く、次いで

公共交通機関のない、または少ないルートでの利用であり、以下、観光・レジャー、通勤・通

学と続いております。 

 また、このアンケートでは、さらなる利便性向上のために、ステーションの新設・増設、サ

ービスエリアの拡大、料金の見直し、予約、貸し出し、返却といった利用方法の改善などの御

意見を頂戴いたしております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 最近、町なかで、シェアサイクルを利用されている方を見ることが

多くなりました。実際、実は本市はシェアサイクル最大手のオープンストリート社において、

月間の利用者数と利用回数がともに全国１位と伺いました。市内外の方々がそれぞれの目的で

シェアサイクルを活用し、本市の目的のとおり、利便性の高い豊かな暮らしに寄与しているこ

とを高く評価いたします。 

 では、シェアサイクルが普及することによる副次的な効果には、どのようなものがあるとお

考えですか。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 事業の目的に掲げます市民や来街者の利便性、回遊性、地域活性

化などのほかにも、待ち時間がないことによる時間の短縮効果やＣＯ２削減に加えまして、物



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第８号（12月14日） 

－35－ 

の所有からシェア、共有に移行することによります省資源化など、環境負荷の低減効果が挙げ

られます。また、外出の機会を増やし、軽度の運動にもなるなど健康増進効果、ステーション

からステーションへの移動を基本とするため、路上駐輪を減少させる効果なども期待できるも

のと考えております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） ありがとうございます。本市のお考えに賛同いたします。 

 自転車利用の推進は、必ずしも各自が自転車を所有する必要はなく、むしろシェアすること

で個々のコストが削減される経済的公益、そして資源の最適利用は環境への負荷の低減にもつ

ながると考えます。そして、自転車利用の推進に伴い必要となる駐輪場確保の課題解決にも寄

与するという非常に有益で未来型のモデルであると思います。 

 そこで、本市は、今後どのようなシェアサイクル事業の展開を目指すお考えですか。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） シェアサイクルは、既存の公共交通を補完する役割を担っており、

近距離を結ぶ形でステーションを配置し、ネットワークを密に形成することで移動の利便性は

増大するものと考えております。 

 現在、シェアサイクルの月間利用者数は、本市人口の３％強に相当し、２年間で約1.8倍に

まで伸びております。また、延べ利用回数は、月15万回を超えるものともなっております。 

 しかしながら、町なかにおきましてもステーションが最寄りにないなど、利用者の期待に応

えられていない場所も少なからずございますため、今後そうした空白地を埋める形で密度を高

め、ステーションのネットワークの強化を図ることで、さらなる利用促進、利便性の向上に努

めてまいります。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） 本市は、シェアサイクルの利用回数が全国トップでありますが、さ

らにステーションのネットワーク強化をされ、移動の利便性を高めるお考えであることを確認

いたしました。 

 今、公共交通は、バス路線の減便などにより、今後どのように、失われる生活の足を守って

いくかが課題となっています。そのような中、幅広い年代の方からシェアサイクルに対する期

待の声を聞いておりますので、公共交通の補完役としても、その一助となることを期待してお

ります。 

 以上、自転車を活用したまちづくりに関し、本市の取組を伺ってまいりました。自転車の可

能性は、健康増進、環境への負荷の低減、そしてアクセス向上により地域の活性化や観光振興

に寄与すると考えます。 

 まさに、本市が掲げる自転車を活用したまちづくり条例第３条で目指す将来にわたり成熟し

た都市にふさわしいまちづくりが進展することを期待しております。 

 また、そのための自転車インフラの整備として、自転車レーンや駐輪場の整備が進むことで、

安全かつ快適な自転車利用が担保されますことをあわせて期待し、次の質問に移ります。 

 次に、食を通した健康長寿のまちづくりについてお伺いします。 

 ＷＨＯが発表した世界保健統計2023年版によりますと、日本人の平均寿命は84.3歳で世界第

１位。そして健康寿命は74.1歳で、こちらも世界第１位となっていますが、ここで注目すべき

なのは、その差です。平均寿命と健康寿命には、およそ10年の差があります。この差の年数分
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は、すなわち不健康な期間をあらわし、健康上で何かしらの問題を抱えながら日常生活を送っ

ているということになります。 

 その結果、介護や医療ニーズが高まり、社会保障負担の増加、そして、もちろん個人の生活

の質も低下します。厚生労働省では、2019年に健康寿命延伸プランを策定し、2040年までに

2016年時の健康寿命を男女ともに３年以上延伸することを目指しており、本市も、国の政策を

受け、様々な取組をされておられます。 

 健康維持の３要素は、食、運動、睡眠と言われますが、今回は食にフォーカスして、本市の

取組を伺います。 

 まずは、職員の健康維持についてです。昨今、民間企業では、健康経営推進に力を入れてい

ます。企業が職員の健康に積極的に関われる方法の１つが食事であり、その方法として代表的

なものが社員食堂です。 

 本市は、本年度、新庁舎全面開庁に伴い、６月からはレストランをオープンし、主に本庁舎

勤務の職員がランチで利用されています。 

 そこで、改めて、本市は、職員にとっての本庁舎レストランの目的や存在意義をどのように

考えておられるのか、また、今回新しくオープンしたレストランのコンセプトを伺います。 

○議長（石川 弘君） 総務局長。 

○総務局長（大野和広君） 栄養バランスのよい食事を提供することでの職員の健康維持や生

産性の向上、職種や役職を超えた職員間のコミュニケーションの場としての役割を果たすとと

もに、組織への帰属意識や満足度を向上させる効果もあることから、職員の定着化や働くモチ

ベーションの向上にもつながるものと考えております。 

 現在運営しているレストランは、薬膳要素を取り入れた健康志向をコンセプトとし、栄養バ

ランスにも配慮したメニューを提供していることから、利用者の健康増進にも寄与できるもの

と考えております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） ありがとうございます。本市は、職員の健康維持や働くモチベーシ

ョンの向上に栄養バランスのよい食事をとることを重要と考え、レストランでは、薬膳要素を

取り入れたメニュー等で職員の健康維持に前向きに取り組まれていることが分かりました。 

 では、レストランを利用した方からは、満足度やメニューに関してどのような声を聞いてお

られますか。 

○議長（石川 弘君） 財政局長。 

○財政局長（山元隆司君） 利用者の声を聞いていくことは重要であると考えておりますこと

から、職員アンケートの実施を検討しているところでございます。また、事業者におきまして

も、利用者アンケートを通じて意見を聞いていくと伺っております。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） ありがとうございます。昼食は、午後の活動に必要なエネルギーを

供給するために大切なものです。栄養ある食事はもちろん、満足度を高めることも非常に大切

ですので、利用者の声を確認し、希望に寄り添っていただくことをお願いいたします。 

 昨今、認知症の増加は深刻です。認知症の原因は、限定されていないものの、生活習慣病と

の関わりは少なくないと言われています。生活習慣病と食は、密接に関わっていることは周知

のとおりで、日頃の食生活が重要です。職員の健康サポートをどうぞよろしくお願いいたしま
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す。 

 次に、学校給食について伺います。 

 学校給食は、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもので、おいしい給食であることは

もちろんのこと、適切な栄養の摂取、つまり、食を通して子供たちの健康の保持増進を図るも

のであります。 

 日々、本市栄養士の皆様には、子供たちの健康増進のために御尽力いただいていることに感

謝いたします。学校給食では、１日に必要な栄養の約３分の１がとれるよう、文部科学省にお

いて示される学校給食摂取基準を満たすように献立を考えられています。 

 しかしながら、子供たちに摂取必要な栄養は、給食を完食してこそ摂取が実現するというも

のであります。 

 そこで伺います。 

 御飯、パン、おかずの内訳を含む学校給食の残滓状況について伺います。 

○議長（石川 弘君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） 残滓率を集計している大宮学校給食センターの昨年度の実績では、

御飯は22.8％、パンは10.1％、おかず等は9.5％であり、これらの合計では13.3％となってお

ります。 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員。 

○17番（小坂さとみ君） ありがとうございます。全体的に概算86％が完食されていることが

分かりました。 

 先日、私自身も稲丘小学校で開催された学校給食試食会に参加してまいりました。多品種の

野菜が使われており、中でも、キノコや里芋は季節感を感じることができました。全体的に大

変優しい味で仕上げられており、満足度の高い献立でありましたが、残念ながら、約14％が食

べられていない給食は、栄養価を算出して献立をつくっているので、残滓の分は栄養が不足し

ているということになります。 

 さらに、先ほど御答弁いただいた残滓状況で気になるのは、御飯の残滓率が22.8％と、パン、

おかず等と比較して２倍であるという点です。 

 炭水化物は、脳や体を動かすといった主にエネルギー源として利用される大切な栄養素です。

さらに、御飯は、小麦からできているパンや麺類と違って粒のままで摂取するため、ゆっくり

と消化、吸収されていきます。そのため、１つに、腹持ちがよくなり間食が減る、２つに、体

に脂肪をためるホルモンの分泌が緩やかで、それに起因する体脂肪の蓄積が抑えられるといっ

たメリットがありますので、子供たちには、御飯を残さず食べてほしいと思います。 

 昨今、金芽米というお米が注目されています。金芽米は、白米と見た目も味も全く変わりま

せんが、玄米の栄養素が備わるお米です。米の周りにある亜糊粉層という栄養価の高い部分を

残した特殊な精米方法で仕上げたお米で、コシヒカリなどというお米の品種を示すものではあ

りません。よって、お米の品種に関わらず、金芽米の製法で精米すれば金芽米になります。 

 玄米は、栄養価の高い食品ですが、全ての人にとって食べやすいとは言えません。そこで、

玄米と同等の栄養がとれる金芽米の研究が進んでいます。例えば、福岡市の中村学園附属保育

園では、給食の残滓が減らないことに悩んでおり、様々献立の工夫をされましたが効果が見ら

れず、金芽米と出会い、導入してみたところ、御飯、そしておかずの残滓までもが減り、平成

29年には、完食率約99.6％を実現しています。さらに、御飯がおいしく、それぞれの食材の味
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を感じることができる給食を提供することで、減塩にも成功したと報告されています。 

 子供からは、歯が喜んでいるという声があるそうです。そして、保護者からは、子供の熱が

出にくい、風邪を引きにくいという変化があり、インフルエンザにおいては、福岡県内年間イ

ンフルエンザ感染定点観測値と比較し、中村学園附属保育園園児のインフルエンザ感染は、３

分の１ほどに抑えられているそうです。このことから、金芽米が感染症の抑制につながってい

る可能性が見えてきているとの報告があります。 

 また、大阪府の泉大津市は、未病予防対策先進都市を目指されており、学校給食に金芽米、

子育て応援米として18歳以下のお子さんがいる家庭に金芽米５キロを支給、そして妊婦さんに

は、アンケートに答えることを条件に出産までの期間、毎月10キロの金芽米を支給しています。

日本の宝である子供を産んでくれる妊婦さんに健康リテラシーの向上を図っておられます。 

 以上、今回は、食と自転車をテーマに質問をさせていただきました。 

 自転車とお米、御飯は、ともに私たちの暮らしにごく自然に浸透しているものです。本市に

は、これらを有効に活用していただき、本市市民の健康で心豊かな暮らしをサポートいただけ

ますようお願いし、私の一般質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 小坂さとみ議員の一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。38番・酒井伸二議員。 

〔38番・酒井伸二君 登壇、拍手〕 

○38番（酒井伸二君） 皆様、こんにちは。今年も残すところ、あとわずかとなりました。１

年を振り返り、お世話になった恩師、議員活動をお支えいただいている全ての皆様、先輩、同

僚、友人、家族への感謝の気持ちを込めて、そして今、病と闘っている仲間へエールを送る思

いで、一般質問を行います。 

 初めに、チバニアンについて。 

 御存じのとおり、３年前の令和２年１月、地質学に関する国際会議で日本の千葉セクション、

市原市田淵にある地層が新たな地質年代の境界を最も観察、研究しやすい地層であるとして、

いわゆるＧＳＳＰに指定されました。 

 これにより、約77万4,000年前から12万9,000年前の名前がチバニアンと呼ばれることになり

ました。ＧＳＳＰは、世界で74か所目。日本では初めての認定であり、地球の歴史の１ページ

に日本の地名が刻まれることとなった快挙と言えます。 

 そして、同時に、千葉時代を意味するこのたびの命名は、その所在こそお隣の市原市ではあ

りますが、都市として唯一千葉の名を冠する本市としても、非常に大きなニュースと言えます。 

 本市の名前のルーツは千葉氏であり、都市をつくった人物と現在の都市の名前が同じである

ことは、大都市としては非常に珍しいと言われてきましたが、このたびのチバニアンの命名は、

それに輪をかけて歴史とロマンを感じる出来事であり、国内外への発信という点でも大きなア

ドバンテージを得ることになったと感じております。 

 一方で、このニュースが全国を駆けめぐったのは、2020年１月。まさに新型コロナウイルス

の感染拡大が始まった時期と重なったことが影響したのか、話題の広がりは少々限定されてし

まったとの印象を持っております。 

 昨今、インバウンドが戻りつつある上、開府900年というまちのルーツを探り、新たな未来

を思考する節目を前に、改めてその意義を確認するとともに、大いに活用すべきとの視点から
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伺ってまいります。 

 １つに、地球の歴史に千葉時代を意味するチバニアンとして千葉の名が刻まれることになっ

たことについて、本市としての受けとめをお聞かせください。 

 ２つに、チバニアンの活用について、本市として取り組まれていることがあればお聞かせく

ださい。また、考えられる活用策についても伺います。 

 ３つに、チバニアンの名称については、調査チームが当該スポットを千葉セクションと呼ん

だこと、また、国際的な見地から、その地層のある場所が絡んだ名称が分かりやすいという前

例があることから、そのチームがチバニアンという名前を提案したことなどが背景と言われて

おります。改めて、この千葉という名称が重要であります。 

 さて、現在の千葉市域一帯は、万葉集や奈良の平城京跡から出土した木簡などから、８世紀

前半には、千の葉と書いてチバと呼ばれていたことがわかっているとされております。古くか

ら続く名称ですが、そのルーツは、亥鼻山の麓にあったとされる池田（いかた）の池に、千葉

（せんよう）のレンゲが咲いていたとする、いわゆる羽衣伝承をはじめ、定まっておりません。

なぜチバと呼ばれるようになったのか、本市として、どのように整理されているのか、お聞か

せください。 

 次に、ＳＤＧｓと市政について。 

 ６年前、本市議会で初めてＳＤＧｓを取り上げて以降、一般質問、代表質問を通して幾度と

なく取り上げてまいりました。当初こそ、市としてＳＤＧｓの受けとめ方そのものが定まらな

かった印象がありましたが、３年前には、当時の市長から、本市には我が国を代表する縄文遺

跡である加曽利貝塚があり、2,000年もの間、自然とともに生きる文化を育み、持続可能な社

会を築いてきた歴史がある。ＳＤＧｓにもつながるその精神性を未来に引き継いでいくべき役

割を有しているとの趣旨の答弁があったほか、現神谷市長からは、誰ひとり取り残さないとの

理念、その包摂性は、市政においても特に重要である。まちづくりの総合８分野に示す政策と

ＳＤＧｓの17の目標との対応を明らかにして、ＳＤＧｓの達成に向けた総合的な取組を一層推

進するとの表明がなされました。 

 直近では、昨年、脱炭素先行地域に選定されたほか、今夏にはＳＤＧｓ債が発行されるなど、

具体の取組も顕著になってきており、一定の評価をするところであります。 

 さて、改めて、ＳＤＧｓは2015年に採択され、今年はゴールとする2030までの中間年に当た

ります。しかしながら、７月の国連のＳＤＧｓ進捗報告によれば、評価可能な約140のターゲ

ットのうち、順調に進んでいるは15％、48％が軌道から外れ、37％が停滞または後退。気候変

動や感染症の深刻化、紛争など、ＳＤＧｓ採択当時には想定されていなかった複合的危機に直

面しているとして、インパクトのある巻き返しが必要とされております。 

 そこで、国としても国際社会をリードすべく、この年末にはＳＤＧｓ推進戦略を新しい時代

に合わせたものに改訂することを表明しました。本市としても、そうした国の動きに呼応して

いきたいところであります。 

 そこで伺いますが、１つに、ＳＤＧｓの推進について、改めて本市としてどのような考え方

のもと、どのように取り組まれてきたのか、伺います。 

 ２つに、ＳＤＧｓの推進に資する本市の主な取組について、環境、経済、都市、教育など分

野別にお示しください。 

 ３つに、本市の４つの都市アイデンティティは、それぞれにおいてＳＤＧｓとの関連性や親
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和性が高いと感じております。また、そもそも都市アイデンティティとは、本市を持続可能な

ものとするための取組の１つでもあります。 

 本市都市アイデンティティの取組にＳＤＧｓを活用することについての見解をお聞かせくだ

さい。 

 次に、火災時の被災者支援について。 

 昨年末、中央区仁戸名町で９軒が延焼するという火災が発生しました。捜査への影響を鑑み、

また、被災された方々の生活が落ち着かれるまではと考え、少々時間は経過いたしましたが、

当時、被災者の支援に携わった経験を少しでも生かすことができればとの思いで伺ってまいり

ます。 

 暮れも押し迫った12月27日の早朝、蘇我駅で駅頭挨拶を行っていたところ、火災現場周辺に

お住まいの方から連絡をいただきました。火災発生から１時間半がたっても、なお複数軒の延

焼が続いているとのことで、すぐさま現場に向かいました。 

 道中、まずは避難施設の確保が必要と考え、区役所や地元地域の自治会関係者にも連絡を入

れましたが、区役所は警備員さんどまり、地域関係者も当該地の被災避難施設として妥当な公

民館の開館の手だてはわからないといった状況でありました。 

 現場に着くと、皆さん、寒空の中、毛布にくるまっておられました。１世帯が救急搬送され、

８世帯の皆さんが消火活動を茫然と見守っておりました。地域の方々も必死に被災者のケアに

動かれておりましたが、消火活動以外は自助が基本の火災を前に、なすすべもなく混乱してい

る様子でありました。被災者の皆さんに火元意識はなく、年末の寒空のもと、突きつけられた

現実の中で、誰もが戸惑いを覚えたと思います。私自身、少なくとも被災者の皆さんの避難施

設を確保した上で、仮の住居を手配するところまではと思い、現場に残りました。 

 まず、結果的に避難所として公民館を開放していただき、地域の皆様の協力のもと炊き出し

も行っていただきましたが、未明に公民館を開設していただく手はずは、正直苦労いたしまし

た。 

 次に、避難所で休んでいる間に、自治会関係者の方を窓口に、困っていることや仮住居の確

保状況等について、家族ごとに面談をしていただきました。その後、区役所から職員の方に応

援に来ていただいてからは、被災者の状況を共有するとともに、病院通いが必要な方向けに簡

易保険証を発行していただくなど、きめ細かな対応をしていただきました。 

 住居確保については、当時、被災者用に確保された市営住宅が５軒であったのに対し、８軒

の被災者が入居を希望されておりました。コロナ禍でもあったことから、市として提携してい

たホテル施設の確保も相談いたしましたが、これはかないませんでした。ただ、最終的には、

市営住宅を全世帯分追加確保していただき、自治会の皆さんにより寄附された真新しい布団セ

ットともに、当日の17時頃には送り出すことができました。 

 なお、８世帯分の入居案内と鍵の受け取りは、代表者が市役所に来るようにとのことで、唯

一動くことのできた私が受け取りに伺いました。年末であったこと、また９世帯という大規模

に複数世帯を巻き込んだ火災であったことは、単独世帯による一般的な火災と異なり、罹災者

の被害者感情は強く、支援に当たった周囲の皆さんも、もう少し手厚い支援はできないのかと

の何とも言えないもどかしさを感じた事案でありました。 

 さて、こうした事案を教訓に、少しでも施策の充実につながればとの思いで、以下伺います。 

 １つに、一般的な火災罹災者支援について、基本的な考え方、支援の体制、フロー、内容は
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どのようになっているのか。また、支援の内容は火災罹災者に対してどのように伝えられるの

か、お聞かせください。 

 ２つに、多数の火災罹災者の発生が懸念される大規模火災の罹災者支援の在り方については、

これまで、どのように整理されてきたのか、伺います。 

 ３つに、昨年末の仁戸名での火災への対応について、当局はどのように振り返っております

でしょうか。また、課題や必要な改善点などもありましたら、あわせてお聞かせください。 

 次に、高齢者の暮らしの支援について。 

 超高齢社会の進展に伴い、高齢者の暮らしを様々な視点から支えていく取組が重要でありま

す。 

 ４つの視点から、端的に伺ってまいります。 

 １つに、家族介護者支援について。 

 2022年、国民生活基礎調査によれば、主な介護者の約半数は同居家族とされ、その内訳は、

女性が68.9％、男性が31.1％であり、年齢は60歳以上が８割弱。介護する側とされる側がとも

に65歳以上という老々介護は63.5％と、初めて６割を超えたとされております。 

 ちなみに、ともに75歳以上の割合も35.7％と、３分の１を占めるようになりました。こうし

た実態も踏まえ、2024年度から始まる介護保険事業の基本指針案には、認知症高齢者の家族な

どへの支援に関する記述が大幅に増えたと伺っております。 

 家族介護者への支援が求められる中、本市としてどのように取り組まれるお考えか、お聞か

せください。 

 ２つに、緊急通報装置について。 

 本市の独居高齢者数は、令和２年の国勢調査の結果によると、約４万8,300人。今後、さら

なる増加が見込まれるとされております。 

 さて、本市では、主に独居高齢者を対象に緊急通報装置によるサービスが提供されておりま

す。現システムは、24時間、365日の相談機能のほか、トイレに設置されるセンサーや緊急時

にはガードマンが駆けつけるといった、いわばフルスペックのサービスで、政令市においても、

事業費はトップレベルにあると伺っております。 

 一方で、現請負事業者によるサービス開始から10年、見直しの時期にあるとも認識しており

ます。現場からも、固定電話回線がなくても成り立つサービスの提供や導入要件の緩和を求め

る声があるほか、民間サービスの中には、ＡＩを使った見守りサービスなども登場してきてお

ります。 

 サービスの持続とともに進化も求められる中、現サービスの見直しの方向性と検討状況につ

いてお聞かせください。 

 ３つに、認知症施策について。 

 さきの会派の代表質問においても、基本法への対応や損害賠償補償制度について伺いました

が、認知症の人が尊厳を保ち希望を持って暮らせるよう、これまでも、様々な提案を行ってま

いりました。中でも、早期発見、早期予防が大事であるとして実施を訴えてきた特定健康診査

等を活用した認知症チェック事業は、もの忘れチェック事業として、この10月から始まったと

認識しております。 

 改めて具体の仕組みを伺うとともに、現状及び今後の展開についてお聞かせください。 

 ４つに、デジタルデバイド対策について。 
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 コロナ禍をきっかけに、非接触、オンラインの文化が急速に進む中、当時いち早くデジタル

デバイド対策の必要性を訴え、公民館などでのスマホ講座等の充実を求めてまいりました。今

年度だけでも6,000名近くを対象とした講座が開催されているとのことで、一定の評価をして

おりますが、先日実施されたキャッシュレス決済、生活応援キャンペーンの際、各地で声を聞

いたところ、やはり御高齢の方の利用割合が非常に少ないことも実感したところであります。

より身近なところで相談ができるさらなる体制強化が急務であると考えます。 

 この点、昨年の質問では、国のデジタル推進委員制度を受け、ボランティアの協力など、地

域で支え合える仕組みづくりを目指すとの答弁をいただいてまいりました。 

 その後の状況、今後の見通しについてお聞かせください。 

 また、デジタルデバイド対策について、もう１点、災害時に情報弱者である高齢世帯にいか

に情報を届けるのか。近年、自治会や保育施設などに配布されている防災ラジオについて、情

報収集が苦手な高齢者世帯にも提供範囲を広げられないかとの声は根強く、これまで会派とし

ても求めてきました。 

 改めて、防災ラジオの一般向けの提供に向けた検討状況についてお聞かせください。 

 次に、人と動物の共生する社会づくりについて。 

 人と動物との共生が法律に明記されて10年。自治体のセンターに収容される動物がいなくな

る、そんな人と動物の共生する社会をいかに実現していくのか。動物の生体を使わない、いの

ちの教育プログラムで注目される奈良県のうだ・アニマルパークの藤井獣医師は、以前訪問し

た折、社会に動物福祉を広げることで、誰もが動物に対する正しい行動ができるようになる。

それはきっと人にも優しい社会につながるとおっしゃっておられました。人と動物の共生を目

指す上で、大事なメッセージあると考えます。 

 私自身、本テーマについて初めて議会質問をしたのが４年前。折しも、その翌年度末に、新

たなセンターの整備基本方針の策定が予定されておりました。当時、本市センターに出入りさ

れていた県動物愛護推進員、愛護団体、ボランティア、地域で活動をされている皆様から、

様々な御意見を伺いました。 

 そうした機会に指摘される多様な諸問題を念頭に、先進市への視察も重ねました。会派を超

えての勉強会も行う中で、新たな施設整備は、多くの関係者の願いではあるものの、山積する

課題の直視及び改善なくして、真に持続可能な希望の施設とはなり得ないと課題提起させてい

ただき、新センターの整備に進む前に、いま一度、本市動物行政の在り方を整理するよう求め

てまいりました。 

 ２年前の第２回定例会では、単に施設を更新するのではなく、センターの現状や本市の動物

行政における課題を改めて認識し、関係者間で課題への対応や将来のセンターの姿を整理して

いくことが重要と、また、ボランティアや市獣医師会の皆様との意見交換会や懇談会等を通じ

て、動物行政の在り方を取りまとめ、その後に再整備基本計画を策定していきたいとの答弁が

示されました。その後、意見交換会が、昨年からは有識者などから成るあり方懇談会が開催さ

れ、この９月末に最終回を終えたと伺っております。 

 そこで、まず１つに、このあり方懇談会の総括について。 

 その開催に当たっては、過去の御答弁で、センターが行うべき業務や体制について、改めて

検討していく必要がある。今後のセンター業務の進め方など動物行政の在り方を改めて整理す

るとありました。 
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 センターが行うべき業務や体制の再検討について、どのような議論がなされたのか。また、

懇談会の考え方として、現状の設備、人員体制、予算を前提としない本市の動物行政のあるべ

き姿について、専門的な見地からの御意見をいただくとされておりましたが、そうした視点で

の意見や議論の広がりは見られたのか。約１年半に及んだ懇談会について、それらを含め、ど

のように総括をされているのか、お聞かせください。 

 また、懇談会の成果物は、今後どのような位置づけのもと、どのように取りまとめられるの

か、あわせて伺います。 

 ２つに、ステークホルダーとの継続的な連携について。 

 意見交換会やあり方懇談会など、ここ３年ほど、本市動物行政を取り巻くステークホルダー

の皆様との連携がこれまでにない形で進められてきました。今後とも時にかなった効果的な対

策や施策が必要となることから、この流れを継続し発展させていくことが重要と考えます。 

 ステークホルダーの皆様との定期的な情報交換や協議の場を設けることについて、お考えを

お聞かせください。 

 ３つに、ボランティアの育成等、市民協力者の拡大について。 

 今回の在り方の策定を契機に、市民協力者の一層の拡大に取り組むべきと考えます。本市で

は、現在、収容中の動物の管理補助や譲り受けなどを行う譲渡ボランティア、収容した未離乳

猫の育成を行う子猫の育成ボランティアが存在しますが、地域での課題の広がりが今後とも懸

念される中、新たな人材を含め、持続可能な協働の体制づくりが必要と考えます。 

 例えば、柏市の動物愛護ふれあいセンターでは、昨年から、長期収容されている犬猫の一時

預かり制度において、丁寧な相談体制を前提に、単身高齢者も新たな引き取り手に加えたそう

であります。 

 現在の登録ボランティアの見直しなど、今後のボランティア制度についてどのような検討を

なされていくお考えか、お聞かせください。 

 ４つに、啓発及び教育について。 

 近年、最も重要な行政のミッションであるとして、この４年間一貫して訴えてまいりました。

第２回定例会では、あり方懇談会において、委員からも動物公園の教育普及活動や教育委員会

が実施しているキャリア教育事業など、庁内における取組との連携についての意見もあった。

その在り方について検討していくとの答弁でありました。 

 その後の状況及び今後どのように取り組まれるお考えか、お聞かせください。 

 最後に、地域公共交通施策について。 

 第２回定例会において、地元でもあります蘇我副都心においても、バスの減便が進んでいる

ことに触れ、改めて、本市地域公共交通の在り方について課題提起をさせていただきました。

その後の第３回定例会、そして今定例会においても、市内各地での同様の事象を背景に、本市

交通インフラの改善加速を求める質問が続いております。 

 私自身、今回は前回の質問の続編として、バス運行情報のオープンデータ化に焦点を絞り、

伺ってまいります。 

 さて、全国各地におけるバス運行情報のオープンデータ化に当たり、海外を含め、公共交通

データのデファクトスタンダードとされるＧＴＦＳをもとに、国土交通省が定めたフォーマッ

トが標準的なバス情報フォーマット、ＧＴＦＳ－ＪＰであります。 

 停留所、路線、便、時刻表、運賃等、一般路線バスの基本的な案内に必要な項目から成り、



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

令和５年第４回定例会会議録第８号（12月14日） 

－44－ 

2017年に既に初版がリリースされております。また、遅延や到着予測など、バスロケーション

の表示に必要な動的情報のフォーマットは、ＧＴＦＳリアルタイムと呼ばれており、こちらも

2019年にリリースされております。 

 国際的に広く利用されているＧＴＦＳを基本としているため、整備した情報が迅速に世界中

の経路検索サービスに反映されるという特徴があります。例えば、グーグルマップやジョルダ

ン、駅すぱあとなど、経路検索サービスを利用して目的地を入力した際、それまでは表示され

なかったバス情報が、時刻表や運行情報を含めて表示されるといったイメージであります。も

ともと、国の観光ビジョンを検討する中で、全国の中小のバス事業者を含めた経路検索の実現

が強く要請されたことなどが背景にあります。 

 ここ数年、全国の交通事業者がＧＴＦＳ形式のオープンデータ化に取り組んでおりますが、

システム改修やデータ管理等に当たる人材の確保が必要であるなど、一筋縄ではいかないよう

であります。 

 そうした中、本市では、今年度より、データ作成に係る費用の一部を助成する制度を設けて

おり、評価をするところでありますが、地域における交通課題を見るにつけ、取組の加速のた

めにもう一歩踏み込めないかと考えるところであります。 

 そこで伺いますが、１つに、ＧＴＦＳ形式によるオープンデータ化の推進について、改めて

そのメリットと必要性について。 

 ２つに、本市内を運行する路線バス事業者におけるＧＴＦＳ形式のオープンデータ化の取組

はどのような状況にあるのか。 

 ３つに、ＧＴＦＳ形式のオープンデータ化の実現は、本市交通行政にどのような利点をもた

らすことになるのか。 

 ４つに、本市として、ＧＴＦＳ形式のオープンデータ化の先にどのような取組を想定されて

いるのか。 

 以上４点、お聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。当局の明快なる御答弁、よろしくお願いをいたします。

（拍手） 

○議長（石川 弘君） 答弁願います。総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） 初めに、チバニアンについてのうち、所管についてお答えを

いたします。 

 まず、チバニアンとして千葉の名が刻まれたことへの本市の受けとめについてですが、令和

２年１月に、市原市田淵の地層が地質年代の境界の世界的な基準地に認められたことは、本市

の圏域内において、地球の歴史と自然のプロセスを知ることのできる国際的にも貴重な地域資

源が存在することを示すものであり、また、当時の地質年代の名称が本市と同じ「チバ」を冠

するチバニアンと決定されたことは、大変意義深いものと認識をしてございます。 

 次に、ＳＤＧｓと市政についてお答えをいたします。 

 まず、ＳＤＧｓの推進について、本市としてどのような考え方のもと、どのように取り組ん

できたのかについてですが、ＳＤＧｓの理念である誰ひとり取り残さない持続可能で多様性と

包摂性のある社会の実現は、本市のまちづくりにとっても大変重要な視点であるとの認識から、

本年４月よりスタートした基本計画の策定過程におきましても、講習会を実施するなど職員の

意識醸成を図るとともに、計画では、ＳＤＧｓへの対応を2040年を展望した重要な社会変化と
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捉えるとともに、未来のまちづくりに向けた戦略的視点として、100年先に引き継ぐ持続可能

なまちづくりや世界とつながる多様性を生かしたインクルーシブなまちづくりを掲げるなど、

ＳＤＧｓの理念を反映してございます。 

 こうした基本計画の考え方を踏まえ、ｅラーニング研修による職員の意識醸成を引き続き図

るとともに、県内で初の脱炭素先行地域に選定された市域の脱炭素化への取組や民間事業者と

のＳＤＧｓ推進のための包括連携協定の締結、さらにはＳＤＧｓ債の発行など、多様なステー

クホルダーと連携し、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を進めてきたところでございます。 

 次に、ＳＤＧｓ推進に資する本市の主な取組についてでございますが、基本計画におきまし

て、まちづくりの総合８分野に示す政策とＳＤＧｓの17の目標とを関連づけることによりまし

て、本市の取組の明確化を図ってございます。 

 環境・自然の分野におきましては、ＳＤＧｓの目標13、気候変動に具体的な対策をに寄与す

る取組といたしまして、本市全体の脱炭素化を進めるための市民や民間事業者等に向けた電動

車の導入や住宅、建築物のネットゼロエネルギー化などを促進するとともに、本市の公用車へ

の電動車の導入や市有施設の再生可能エネルギーの活用などに取り組むほか、目標15、陸の豊

かさも守ろうに寄与する取組といたしましては、谷津田をはじめとした自然環境の保全や活用

などを進めております。 

 子ども・教育の分野では、目標４、質の高い教育をみんなにに寄与する取組といたしまして、

公立夜間中学の開校や運営、特別支援教育に係る専門職の拡充、生活保護受給世帯等に対する

学習向上等の支援などを行っております。 

 都市・交通の分野では、目標11、住み続けられるまちづくりをに寄与する取組といたしまし

て、道路や公園等の公共空間や民地などのオープンスペースを一体的に活用し、沿道の店舗等

と連携したウオーカブル推進社会実験や自転車を活用したまちづくりなどに取り組んでおりま

す。 

 地域経済の分野では、目標８、働きがいにも経済成長もに寄与する取組といたしまして、本

市における新たな地域経済の担い手を創出するための創業支援や食のブランド千の推進などに

取り組んでおります。 

 引き続き、これらをはじめとするＳＤＧｓに貢献する取組につきまして、基本計画及び第１

次実施計画に基づき着実に推進してまいります。 

 次に、本市の都市アイデンティティの取組にＳＤＧｓを活用することについてでございます

が、本市は気候が温暖であり、古来より住みやすい土地として人が集まり、にぎわい、栄え、

都市としての発展を遂げてきました。その中で、現在の市民が営む豊かな暮らしを次世代にど

うつないでいくのかが我々に課せされた課題だと考えております。 

 例えば、本市の都市アイデンティティを構成する地域資源の１つである加曽利貝塚では、そ

こで暮らした人々が自然と調和し、共存する持続可能な営みを行ってきたことが知られており、

まさに、本市のサステーナビリティーを象徴する資源だと言えます。 

 このような持続可能性の側面から見える特徴などもあわせて、市民の皆様の認知度の向上を

図るとともに、本市のルーツと現在、未来を含めた愛着の醸成にもつながるよう、都市アイデ

ンティティの確立に向けた取組を進めてまいります。 

 最後に、高齢者の暮らしの支援についてのうち、所管についてお答えをいたします。 

 相談体制の構築など、地域で教え合える仕組みづくりの状況と今後の見通しについてでござ
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いますが、デジタルデバイドの解消に向け、昨年度は、デジタル推進委員を活用した相談会を

区役所などを会場に15回実施をいたしまして、89人の方に御参加をいただきました。 

 今年度につきましては、実施回数や会場を増やし相談会を開催しているほか、新たに、町内

自治会等を対象にスマートフォン出前講座を試行的に実施することを予定してございます。 

 出前講座では、地域で既にスマートフォンを活用している方にサポート役で御参加いただく

ことを検討しておりまして、地域の方々が相互に学び、気軽に相談し合うことにより、地域で

支える仕組みがつくられるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 経済農政局長。 

○経済農政局長（橋本直明君） チバニアンについてのうち、所管についてお答えします。 

 チバニアンの活用について、本市の取組と考えられる活用策についてですが、本市が四街道

市、市原市と連携し、共同で発行しております千葉あそびの本年夏号におきまして、市原市か

ら提案いただき、チバニアンの地層ガイドツアーを掲載するという取組を行いました。 

 現在、市原市におきまして、地層見学の環境整備が進められているものと承知しており、そ

の進捗を踏まえつつ、市原市からの企画とも連携しながら、千葉あそびなどで取り上げてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 教育次長。 

○教育次長（秋幡浩明君） チバニアンについてのうち、所管についてお答えします。 

 「チバ」と呼ばれるようになったことの本市としての整理についてですが、羽衣伝説由来と

する説のほか、多くの葉が生い茂る土地をあらわすとする説、チバを称する同族集団が住んで

いたことに由来とする説など諸説が考えられております。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 初めに、火災時の被災者支援についてのうち、所管についてお

答えします。 

 まず、火災罹災者への支援の考え方についてですが、本市では、火災に罹災された方の状況

にあわせた支援を行っております。 

 具体的には、当面の生活をする場がなく、宿泊先を自ら確保することができない方へは、各

区役所が公民館などを一時的な宿泊場所として提供するほか、市営住宅を所管する部署におい

て空き家を一時的に無料で提供しております。また、日本赤十字社からの救援物資を区役所か

ら罹災した方にお渡ししております。 

 さらに、消防署で発行する罹災証明書に基づいて、被害の程度などに応じて、区役所で災害

見舞金の支給を行っております。その他、被害の程度や生活困窮の状態により、市税などの減

税や社会福祉協議会の貸し付け制度などが活用できる場合がございます。 

 このような支援内容につきましては、罹災者の状況に合わせまして、相談を受けた区役所や

所管の窓口で御案内しております。 

 次に、大規模火災時の罹災者支援の在り方についてですが、高層建築物や密集市街地におけ

る延焼拡大による大規模火災につきましては、地域防災計画において大規模火災対策計画等の

中で、避難誘導や避難所開設、食料、飲料水、生活必需品等の供給及び医療救護などについて
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定めているところであります。 

 また、地域防災計画で想定する大規模火災に至らない火災につきましては、規模や社会的影

響等の状況に合わせた対応を行う必要があることから、消防局や各局区等が収集した情報をも

とに組織的に連携して罹災者の支援を行ってきたところであります。 

 最後に、高齢者の暮らしの支援についてのうち、所管についてお答えします。 

 防災ラジオの一般向けの提供の検討状況についてですが、防災ラジオは、特別な操作をしな

くても、避難指示などの緊急情報を発令した際に自動起動して、音声で聞くことができるなど、

デジタル機器にふなれな方でも容易に使用できる情報入手手段であり、より多くの方への普及

は、防災情報の周知、伝達に大変有効であると考えております。 

 今年度は、市民の皆様のニーズを把握するため、千葉市防災普及公社と連携して、防災イベ

ントに参加した方に防災ラジオの概要を説明した上で、有料での購入などについてアンケート

を行い、現在、集計と分析をしているところでございます。 

 また、土砂災害警戒区域にお住まいの方や電源を必要とする医療機器をお使いの方など、緊

急情報を確実に入手していただきたい方約100人にモニターとなっていただき、防災ラジオを

貸与しているところであり、来年２月頃にアンケート調査を行うこととしております。今後は、

アンケート調査の結果も踏まえまして、普及に向けた施策を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 中央区長。 

○中央区長（松浦良恵君） 火災時の被災者支援についてのうち、所管についてお答えします。 

 昨年末の仁戸名の火災についての振り返り及び課題や必要な改善点についてですが、当事案

では、区役所や公民館の執務時間外である早朝に火災が発生し、罹災者を受け入れるまでに時

間を要したことを課題と捉えております。 

 このことは、執務時間外における公民館担当者との連絡先の確認、共有が不十分であったこ

とに加え、公民館職員の到着が遅れる場合に、緊急的に開錠、鍵をあける方法が決まっていな

かったことなどが要因と認識をしております。 

 そのため、開館時間外においても、区役所職員が公民館担当者と連絡をとれるよう、連絡先

を再確認するとともに、緊急的に受け入れることを想定して、区と公民館で鍵の共有を行い、

双方が開錠できるよう体制の改善を行ったところです。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 保健福祉局長。 

○保健福祉局長（今泉雅子君） 初めに、高齢者の暮らしの支援についてのうち、所管につい

てお答えします。 

 まず、家族介護者支援の取組についてですが、昨年度、本市が行った実態調査の結果でも、

在宅高齢者の介護者のうち、60代以上の方が約６割を占めております。また、約半数が自分以

外に介護者がいないと回答しており、多くの方が介護に専念せざるを得ない状況にあることか

ら、介護者が抱える心身の健康リスクを軽減する取組が非常に重要であると考えております。 

 このことから、現在策定中の次期高齢者保健福祉推進計画では、相談体制の充実を重要な柱

に位置づけ、適切な時期に適切な介護保険サービスなどの利用につながるよう、あんしんケア

センターや家族介護者支援センターなどの充実に取り組んでまいります。 

 また、在宅介護の当事者をはじめ、広く市民に対して、家族介護者の置かれている状況、相
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談できる窓口や支援機関、市が実施している支援策などについての情報を提供していくことで、

家族介護者の過重な負担の軽減につながるよう取り組んでまいります。 

 次に、緊急通報システム整備事業の見直しの方向性と検討状況についてですが、本市と同様

に緊急時にガードマンが駆けつけるサービスを実施している政令指定都市10市のうち、対象と

なる高齢者数に対する利用者数の割合は、本市が最も高く、普及が進んでおります。 

 その一方で、普及するにつれ、事業費の増大や固定電話回線の設置が必須であることなどの

課題があるほか、近隣に支援が可能な親族が住んでいるケースなどもあります。 

 現在、利用者数は4,500人を超えておりますが、入札により事業者が変わった場合には、機

器の入れかえに１年以上かかることが見込まれるなど、業務の規模が大きいことから、参入で

きる事業者が限られているのが実態です。 

 このような状態から、現在、制度の見直しを検討しているところですが、現行のサービスの

ほか、ＩＣＴ技術を活用した見守りなど、新たなサービスも登場していることも踏まえまして、

今後、利用者やその家族などの意見を確認しながら、ニーズに沿った制度となるよう、さらに

検討を進めてまいります。 

 次に、もの忘れチェック事業についてですが、この事業は、特定健康診査などの受診者のう

ち、もの忘れに関する質問項目に該当した65歳から89歳の方に案内を送付し、市内協力医療機

関において簡易検査を受けていただくものです。さらに詳しい検査や相談が必要な場合には、

専門医療機関への受診やあんしんケアセンターなどの相談機関を案内し、認知症の早期発見、

早期支援につなげていきます。 

 現在、協力医療機関は約100か所であり、本年10月の事業開始以降、約1,000人の方に案内を

送付したところです。 

 今後は、利用者数の推移や検査結果を分析し、市民にとって利用しやすい仕組みかどうか、

早期発見、早期支援につながっているかなどを検証し、より効果的な事業となるよう取組を進

めてまいります。 

 次に、人と動物の共生する社会づくりについてお答えします。 

 まず、動物行政に関するあり方懇談会の総括についてですが、懇談会では、前段として実施

したボランティア・市獣医師会などとの意見交換会において整理された方向性をもとに、動物

福祉や行政法などの分野の有識者、千葉県動物愛護推進員などの構成員から意見をいただきな

がら、千葉市動物愛護管理行政の在り方について検討してまいりました。 

 こうしたプロセスを経て、ボランティアの皆様や有識者などからの意見を踏まえ、動物福祉

の向上及び動物愛護の発信拠点、多様な主体との連携拠点、新たなセンターに必要となる機能

など、７項目の論点について、動物保護指導センターの業務や体制、収容環境などに係る現状

改善の取組を反映しつつ、丁寧に検討を進められたことは有意義であったと考えております。 

 このような、懇談会での内容を踏まえまして、本市の抱える様々な課題の解決や今後のある

べき姿の実現に向けて、本市が動物愛護管理行政に取り組んでいくための方向性を年度末をめ

どに取りまとめていきたいと考えております。 

 次に、ステークホルダーとの定期的な情報交換の場などを設けることについてですが、近年

は、人の問題に起因する不適正飼養、多頭飼育問題など、動物を取り巻く社会環境が大きく変

化しており、こうした課題の解決には、庁内はもとより、ボランティアや市獣医師会をはじめ

とする様々な主体との対話や連携が不可欠であると認識しております。 
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 今回の検討のプロセスを参考として、引き続き、動物愛護管理行政の推進に向けた本市と多

様な主体との意見交換の手法について検討してまいります。 

 次に、今後のボランティア制度の検討についてですが、現在の登録ボランティアとしては、

動物の散歩や譲り受けなどの譲渡事業協力、子猫の育成などの分野となっております。 

 今後は、これまでの意見交換会やあり方懇談会などでの意見を踏まえ、動物保護指導センタ

ーに収容されている動物の一時的な預かりなど、新たなボランティアの発掘や育成、連携の方

策について、他自治体の事例なども参考に検討してまいります。 

 最後に、啓発及び教育に係る検討状況と今後の取組についてですが、動物愛護管理行政にお

いては、動物の好き嫌いや飼養の有無に関係なく、より多くの方が動物福祉の考え方や適正飼

養について理解し、命を大切に思う動物愛護の精神を醸成していくことが重要であると考えて

おります。 

 このような考えのもと、現在、動物保護指導センターに収容した子猫の育成ボランティア活

動のエピソードを小学校の道徳の教材として取り上げることについて、庁内関係課と検討して

いるところです。 

 今後も、引き続き、動物公園や教育委員会と連携した取組について検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 地域公共交通施策についてお答えいたします。 

 まず、ＧＴＦＳ形式によるオープンデータ化のメリットと必要性についてでございますが、

近年、外国人旅行者も含めまして、公共交通機関を利用する移動経路を調べる際には、ウェブ

またはアプリケーション上で経路検索サービスを利用することが一般的となってきております。 

 ＧＴＦＳ形式データは、経路検索サービスへの反映が容易であるため、オープンデータ化す

ることによりまして、国内に限らず、より多くのアプリケーション等でのバス情報の反映が可

能となり、利用者にとりましては、経路検索の選択が広がるなど、利便性の向上が図られます

とともに、路線バス事業者にとりましては、路線の認知度の向上や利用促進などのほか、ＤＸ

化によります業務効率化などのメリットがあるものと認識をいたしております。 

 次に、市内路線バス事業者のＧＴＦＳ形式のオープンデータ化の取組状況でございますが、

令和元年度から市内路線バス事業者10社全てが参加いたします地域公共交通活性化協議会バス

事業者部会におきまして、バス運行情報のＧＴＦＳ化について理解を深めるための講習会など

を実施してきており、現時点で、市内10社中３社がＧＴＦＳ化を対応済みとなっております。

また、今年度は本市の支援制度を活用いたしまして、新たに１社がデータ作成を進めていると

ころでございます。 

 現在のところ、まだＧＴＦＳデータのオープンデータ化には至ってはおりませんが、引き続

き、メリットや必要性について路線バス事業者と共有いたし、ＧＴＦＳ化、オープンデータ化

の促進に取り組んでまいります。 

 次に、ＧＴＦＳ形式のオープンデータ化の実現が本市交通行政にもたらす利点についてでご

ざいますが、ＧＴＦＳ形式のデータには、便数のほか、路線や停留所などの位置情報が含まれ

ますことから、路線バスの運行便数など、地域ごとの公共交通サービス水準の現状や変化につ

いて速やかに分析することが可能となりますため、減便等を含みますダイヤ改正等の情報把握

とともに、地域公共交通計画の見直しなどの交通行政の方針策定や地域の情報に合わせました
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施策展開の検討などが効果的、効率的にできるようになると考えております。 

 最後に、ＧＴＦＳ形式のオープンデータ化の先に想定している取組についてでございますが、

オープンデータ化の先、将来像といたしましては、各事業者の運行の情報や状況の把握が容易

になりますことから、複数事業者間による運行効率化のための調整、協力のほか、誰もがオー

プンデータ化されましたデータを自由に利活用することができ、交通事業者に限らず、観光や

医療など他のデータとの連携やアプリケーションを活用した新たなサービスの実装によります

事業展開など、多角的な視点で議論、検討することが可能になるものと考えております。 

 また、路線バスの遅延、到着などの情報、いわゆるＧＴＦＳリアルタイムのオープンデータ

化がなされました際には、リアルタイムな運行情報を提供することが可能となりますことから、

災害など非常時に運行している公共交通の経路検索も可能となりますなど、利用者の利便性向

上に資するものと考えておりますほか、ＭａａＳなどの展開にもつながる取組でございますこ

とから、公共交通をより生かした持続可能なまちづくりの実現にも寄与するものと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 酒井伸二議員。 

○38番（酒井伸二君） 丁寧な御答弁、ありがとうございました。おおむね理解したところで

ありますが、順番を変えて、所感を交え、幾つか２回目の質問をさせていただきます。 

 初めに、高齢者の暮らしの支援について。 

 まず、家族介護者支援については、老々介護の広がりが顕著であります。国が行った介護者

の課題に関する調査では、家族自身が認知症などで支援が必要、あるいは交通の便や健康の問

題で来庁相談が難しいといった指摘がされております。今後はサポートが必要な家庭の早期発

見が課題となりそうであります。かかりつけ病院など関係機関との連携のもと、支援が必要な

人を把握していく取組にも一層の工夫をされるよう求めておきます。 

 続いて、緊急通報装置については、超高齢社会の見守りシステムとして、非常に重要なサー

ビスであります。ニーズへの対応しかり、さらなる広がりや持続可能性も十分に考慮し、財源

確保策と合わせ、新たな仕組みを模索していただきたいと思います。 

 続いて、認知症施策におけるもの忘れチェック事業については、日頃の健診が認知症の早期

発見につながる仕組みが確立されれば画期的であります。今回、1,000名の方に案内を送付し

たということでございますが、今後の事業のさらなる展開に期待をしております。 

 続いて、デジタルデバイド対策について。 

 新たに町内自治会等を対象にスマートフォン出前講座の試行実施を予定しているとのことで

ありました。試行実施から本格実施に発展するよう、期待をしたいと思います。 

 また、防災ラジオの普及についても、制度設計を模索すべく、着実に調査が進められており、

普及に向けた施策を検討していくとのことでありました。こちらも早期の事業化に期待をして

おります。 

 次に、人と動物の共生する社会づくりについて。 

 まず、あり方懇談会の総括については、センターの業務や体制、収容環境などに係る現状改

善の取組を反映しながら丁寧に議論を進められたことは有意義であったとのことでありました。 

 現場から提起されている様々な課題のボリューム感からしますと、決して十分とは言えない

ものの、確かに、ここ２年半ほどの間に、限られた予算の中で人員の補強や収容環境の改善に

取り組まれてきた点は、評価できると思います。 
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 一方で、現状の体制や予算を前提としない議論の広がりについては、明確な言及はありませ

んでした。現状は現状としつつ、常にあるべき姿を思い描きながら、中長期的に少しでもそこ

に近づけていくような取組を続けていただきたいと思います。 

 いよいよ、これから新たなセンターの整備へと向かわれるわけでありますが、このプロセス

があってこその成果につながるよう、引き続き注目していきたいと思います。そして、その上

で大事なポイントの１つがこのプロセスを継続、発展させていくことであると考え、ステーク

ホルダーの皆様との連携について伺いました。 

 前向きな答弁をいただきましたけれども、仙台市が設置した仙台市動物愛護協議会は、半年

に１回程度の協議会を平成16年からですので、20年近く続けてきた歴史があります。ぜひ参考

にしていただきたいと思います。 

 市民ボランティアの育成、制度の充実については、川崎市では、市の公認ボランティアの活

動を、スライドにも示しましたけれども、地域での自主的な活動とセンターが求める業務支援

に大別。御覧のとおり、地域での自主的な活動では、地域猫活動はもとより、セミナーの開催

やＳＮＳの発信。もう１つのセンターが求める業務支援では、川崎市独自の啓発・教育事業で

あるいのち・ＭＩＲＡＩ教室の支援や飼養管理支援、譲渡会運営支援など、実に６つの取組が

設定されております。 

 この瞬間、在籍のボランティアが第12期で167名。登録期間が２年。その歴史は24年に及び

ます。さらに研修を目的とした講習会や行政との情報共有の場として、年２回、ボランティア

会議も開催されております。人と動物の共生する社会づくりを進める上で、模範的な協働の取

組と言えます。こちらもぜひ、参考にしていただきたいと思います。 

 そして、最後に啓発・教育については、繰り返しになりますが、今後のますます重要なミッ

ションになっていくと考えます。新しい取組も今検討されているということでございましたが、

その一方で、動物行政に係る現在の体制、予算の規模では、今以上の取組をあれこれと求める

ことは、なかなか困難であろうとの認識も持っております。 

 動物行政について、もう１段、２段と手厚い予算がつけられるよう、私自身も引き続き取り

組んでまいりたいと思います。 

 次に、チバニアンについて。 

 かねてより、市民の方から、この歴史的快挙に何かできないのかとの御意見をいただいたこ

ともあり、今回取り上げました。３年たちましたが、大変意義深いと認識され、千葉あそびを

軸に連携していくとのことで少しほっとしました。一方で、やはり「チバ」という私たちのま

ちの名が地球史に刻まれることになった以上、もう一歩踏み込んだ活用、連携に取り組んでは

いかかでしょうか。 

 今回、改めてまちのルーツを探るべく、スライドにも示しましたけれども、元県議会議員、

公明党の吉野秀夫氏の著書をひも解きました。今から15年前、観光による地域振興の必要性が

叫ばれる中で、ここ県都千葉で観光振興を図るには物語観光を成立すべしとの視点から、本市

に残る歴史的遺構を巡る伝承をひも解くことで、その周辺地域をいわばパワースポット化しよ

うとするものであります。 

 特に、最終稿となった提言その３は、「チバ」の名称のルーツの１つともされる羽衣伝承に

登場する池田の池復元研究会の成果報告とともにまとめられております。ちなみに同研究会に

は、当時の県立中央博物館長、千葉市郷土博物館長、県観光協会会長も名を連ね、地質学、考
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古学、堆積学、古地磁気学、文献史学など、各界の研究者の皆さんもボランティアとして参加

されるなど、本格的なもので、県庁近くの本町公園では、地質コアの採取のための掘削ボーリ

ングも行われたと聞いております。 

 次に示したスライドは、皆様御存じの県庁前の羽衣の松であります。先ほど教育委員会のほ

うからも答弁がありましたが、この本市の「チバ」という名前のルーツの１つにも整理されて

いるものでございます。 

 この提言のクライマックスの１つがオーロラと羽衣伝承の関係であります。つまり、チバニ

アンは、地磁気逆転の地層が確認できるスポットでありますが、その地磁気の極点が変動して

きた地球史の中で、羽衣伝承が説かれた頃など、９世紀から14世紀の地磁気の極点は、日本側

に偏っており、北緯35度の京都でも赤気、白気とするオーロラが確認できたとされております。

詳細は割愛しますが、更級日記、千葉寺縁起、坂東観音霊場記、相馬日記など、残存する史料

も含めてひも解けば、オーロラ現象とは、イコール羽衣、また天女であり、下総の国の名所で

あった池田郷の池に出現したさまが千葉氏の羽衣伝承へと昇華したのではないかとの説を説い

ております。 

 仮に、上総の国府が置かれていた市原市、チバニアン、そして更級日記、羽衣伝承、オーロ

ラ、そして千葉氏とつないでいくことで、本市中心部が科学性と歴史ロマンを持つ物語観光の

舞台として浮かび上がってまいります。 

 さておき、ＧＳＳＰが所在する市原市は、ちば共創都市圏のパートナーであります。これま

でも保育や観光の分野で連携をしてきたほか、直近では、本年２月に加曽利貝塚博物館が同市

の歴史博物館と連携協定を結ばれました。チバニアンをテーマに、インバウンドの推進や学術

的、教育的視点で一層の連携を進めることは、ちば共創都市圏の確立にも寄与するものと考え

ますが、いかがでしょうか。今後の取組など、当局のお考えをお聞かせください。 

 次に、ＳＤＧｓと市政について。 

 まず、ここまでの歩み、そして近年の取組については、評価をするところであります。 

 一方、国レベルで見ますと、国民の認知度は９割を超える一方で、ジェンダー平等や貧困・

格差対策の面で遅れが指摘されております。ジェンダーギャップやひとり親家庭における貧困

率の問題は、本市を含め、広く社会的な課題でもあることから、本市としても、今後はここに

一層意識をしていくことも重要かと思います。 

 また、国の実施指針では、地方自治体に対し、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生を推進する

ことが期待されておりますが、本市にあっては、都市アイデンティティとＳＤＧｓとの親和性

が極めて高いことから、都市アイデンティティの推進そのものがＳＤＧｓの実現に資すると考

え、その活用を促したところであります。 

 答弁の中で、加曽利貝塚は本市のサステーナビリティーを象徴する資源との答弁がありまし

たが、個人的にも、本市はＳＤＧｓ都市としての資質を十分に兼ね備えた都市であると感じて

おります。 

 さて、一方で、過去の質問でも触れましたが、国が進めるＳＤＧｓ未来都市の選定において

は、既に20分の16の政令市が選定されており、結果的に本市を含む４市は名を連ねておりませ

ん。その取組のみならず、まさにサステーナビリティーを象徴する資源を有する都市の一員と

して、何とも歯がゆく、もどかしさも感じております。 

 ＳＤＧｓ中間年に当たります。そして、政府のＳＤＧｓ実施指針が改定されようとされる今、
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改めて市としての取組姿勢を対外的に示すことで、多様なステークホルダーを巻き込んでいく

ことが重要であります。当局のお考えをお聞かせください。 

 次に、火災時の被災者支援について。 

 まず、早速公民館の開館時間外の連絡・開錠体制の見直しが行われたとのことで、適切な対

応を評価しております。 

 さて、改めて、一般的な火災時の対応については再認識したところでありますが、今回の仁

戸名での火災のような、大規模とはいかないまでも、一定数の世帯を巻き込むような火災時の

対応については、特定の手順は存在せず、規模に応じて組織的に対応するとの答弁でありまし

た。ずばり、そこが今回の事案において課題を感じた点でありました。組織的にとある部分が

現場では余り感じられず、地域の皆様と右往左往しながら共助で補うベく、罹災者のケアに奔

走しておりました。当該地域は、コミュニティーの結束が非常に固く、他の地域であったなら、

正直、あそこまでは回らなかったとも思います。 

 そうした意味では、罹災者支援については、複数世帯を巻き込む規模の火災時の支援の在り

方の見直しとあわせ、罹災者はもとより、周囲で支援に携わる人たちにも、一目で分かるよう

に見える化をすべきではないでしょうか。この点、静岡市の被災者支援ハンドブックは参考に

なります。各種相談窓口や見舞金、救援品について、罹災証明の交付、マイナンバーカードや

健康保険証などの再交付、上下水道の中止、廃止届や火災ごみの処分、各種税金、保険料の減

免、資金の貸し付けなどが平易な表現で緊急性が高いものを中心に早目に手続をしたほうがよ

いものから順に掲載されております。 

 火災時の罹災者支援の在り方の見直し、そして、このハンドブック化など、その見える化の

取組について、当局のお考えをお聞かせください。 

 そして、もう１点。火災当日の夕方、８世帯の御家族を市営住宅に送り出す際、最も心苦し

かったのは、行った先に暖房器具とカーテンはないと告げなければならなかったことでありま

す。地元の皆様の御厚意で新調された布団セットがあったことが唯一の救いでありましたが、

赤十字社から提供される備品には、当然ながら、これらはありません。しかしながら、少なく

とも今回のような火災のケースの場合、もう一歩手厚い公的支援として、これらの備品を非常

時用に貸与できる仕組みはつくれないものでしょうか。あわせて、お考えをお聞かせください。 

 最後に、地域公共交通施策について。 

 まず、オープンデータ化のメリットと必要性について、幾つかの視点から伺いました。利用

者にとっては、何といっても経路検索サービスへの反映であります。外国人観光客の多くは、

経路検索サービスにグーグルマップを使うとされておりますが、このグーグルマップへの反映

は、ＧＴＦＳ形式によるオープンデータ化の目的の１丁目１番地とも言えます。訪問先を検索

したときに、その経路に路線バス情報が反映されているかいないかは、実に大きな差でありま

す。また、事業者にとっても利用促進につながるほか、業務改善にもつながるとのことであり

ます。 

 さらには、今回、本市交通行政にもたらす利点についても伺いました。答弁では、路線バス

の運行便数など、地域ごとの交通サービス水準の現状や変化について速やかに分析が可能とな

る。減便等を含むダイヤ改正等の情報把握、地域の状況に合わせた施策展開の検討が効果的、

効率的に実施できるようになるとのことでありました。 

 こうして見ますと、改めてバス運行情報のオープンデータ化は、対外的にはその都市、町の
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交通インフラを分かりやすく情報提供するという点で、都市として必要最低限の情報整備と言

えます。また、そこに住まう市民目線からすれば、地域ごとの交通サービス水準を的確に把握

し、状況や変化に応じた施策展開につなげるべく、公的機関として最低限押さえておいてもら

いたい情報整備と言えます。 

 これに対し、市内事業者の状況は、10社中３社がＧＴＦＳ化を終え、１社が本市支援制度を

活用し取組中とのことであります。また、オープンデータ化はゴールではなく、その先のデー

タ活用による利便性向上、活性化が目的であるはずでありますが、本市としての目標感を問う

た最後の質問に対しましては、考えられる様々な見解との表現にとどまっていた印象で、もう

１段上の積極性、主体性が欲しいと感じたところであります。 

 エリア内の全域のオープンデータ化に取り組む佐賀県、群馬県、富山県、沖縄県などの取組

を見ますと、本市と同様、民間主体の路線バス事業であっても、公共財と捉えて仕組みづくり

に取り組まれております。改めて、ＧＴＦＳ形式のオープンデータ化を通して、本市における

路線バスという交通モードの質的向上を急ぐべきと考えます。データ化の支援強化など、取組

の加速化を求めますが、当局のお考えをお聞かせください。 

 以上２回目、よろしくお願いいたします。 

○議長（石川 弘君） 時間を延長いたします。答弁願います。総合政策局長。 

○総合政策局長（峯村政道君） ２回目の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、チバニアンについてお答えします。 

 チバニアンをテーマに広域的な連携を進めることについてですが、現在、市原市による地層

見学の環境整備が進められており、令和４年に世界的な基準地であることを示すゴールデンス

パイクが地層に設置されたほか、令和８年度にはガイダンス施設や地層見学施設などのオープ

ンが予定されておりますことから、今後、千葉市民も含め、圏域内外の多くの方が気軽に訪れ

ることができるようになることが見込まれております。 

 本市といたしましては、チバニアンを圏域の重要な地域資源と捉え、地層見学の環境整備の

状況を注視しながら、観光や学校教育、生涯学習をはじめ、様々な分野における連携の可能性

について検討してまいります。 

 最後に、ＳＤＧｓと市政についてお答えをいたします。 

 本市の取組姿勢を対外的に示すことにより、多様なステークホルダーを巻き込んでいくこと

についてでございますが、ＳＤＧｓの達成に向けては、本市が率先して取り組むとともに、多

様なステークホルダーとＳＤＧｓの理念を共有しながら、みんなで取組を進めていくことが重

要であると認識をしてございます。 

 そのため、基本計画では、ＳＤＧｓの理念を反映した戦略的視点とあわせ、まちづくりを進

める力を位置づけ、多様な主体が社会課題の解決に挑戦できる環境づくりなどに取り組むこと

としております。 

 具体的には、市内大学等との連携や民間提案の活用などを通じ、大学、企業をはじめ、様々

なステークホルダーと連携を図っているところでございます。今後も、第１次実施計画に位置

づけました市内事業者の脱炭素化支援・エコパートナーの推進や区役所を中心とした地域支援

プラットフオームの構築、産学官連携によるアントレプレナーシップ教育の推進など、ＳＤＧ

ｓにおける環境、社会、経済の３側面が調和した取組を多様なステークホルダーとともに推進

してまいります。 
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 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 危機管理監。 

○危機管理監（相楽俊洋君） 火災時の被災者支援についてのうち、所管についてお答えしま

す。 

 複数世帯を巻き込む規模の火災時の罹災者支援の在り方の見直し及び支援メニューの見える

化についてですが、今後は、市営住宅の一時的な提供や救援物資の支給など、支援メニューを

整理するとともに、庁内関係部署での情報共有を図り、罹災者へ適切な支援ができるよう、相

談体制など他自治体の事例も参考にしながら、支援メニューの情報発信をはじめ、有効な手段

を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 都市局長。 

○都市局長（藤代真史君） 初めに、火災時の被災者支援についてのうち、所管についてお答

えいたします。 

 非常時用に貸与できる市営住宅の備品についてでございますが、現在、火災等の罹災者に対

しまして、照明器具とガスコンロを備えつけて、市営住宅の空き家を一時的に提供いたしてお

ります。現状では、暖房器具、カーテンなどにつきましては、罹災者に提供してはおりません

が、関係部署とも連携を図り、今後どのような支援ができるか、検討いたします。 

 最後に、地域公共交通施策についてお答えいたします。 

 オープンデータ化への支援強化などの取組の加速化についてでございますが、ＧＴＦＳ化に

つきましては、これまでも、県や周辺市などのほか、県バス協会等と整備促進のための協議、

調整に努めてきており、今年度、県においてもＧＴＦＳ化が支援対象となりましたことから、

協力して事業者の取組を支援しております。 

 今後も、引き続き、研修会の開催等により、ＧＴＦＳ化等の普及啓発の取組を進めますほか、

バス運行システムや管理手法が事業者の規模等によって異なりますことから、他都市での支援

内容や既に取組を進めた事業者の好事例なども参考にしながら、各社の状況に応じた支援策に

つきまして検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（石川 弘君） 酒井伸二議員。 

○38番（酒井伸二君） 御答弁ありがとうございました。それでは３回目、簡潔に所感を述べ

たいと思います。再び順番が変わります。 

 初めに、火災時の被災者支援について。 

 今回の火災は、年末という時期も重なってか、局所的な自然災害のようにも感じました。そ

の被災者の皆さんに対して、瞬間的にどういう対応、支援ができるのか。組織としての対応力

はもちろん、他市で行っていなくとも、今回のようなケースに柔軟に必要備品を供給できる仕

組みはあってもいいように思います。一般的な火災と異なる規模の火災時の対応について、事

業者との協定なども含め、ぜひとも今回の事案を教訓に検討を重ねていただくよう要望をいた

します。 

 次に、地域公共交通施策について。 

 本年第２回定例会に続いて取り上げた最大の背景は、前回の質問において、本市における路

線バスの減便の状況、推移を問うた際、把握できる仕組みがないとの、ある意味でショッキン
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グな答弁をいただいたことにあります。 

 路線バスが100％民間であったとしても、市民の生活の足である公共交通の柱とも位置づけ

られる路線バスの実態は少なくとも把握すべきでありますし、それでこそ、交通が弱まってい

る地域を的確に把握し、真に必要な地域施策を講じていくこともできるはずです。そして、そ

れを可能とする手段こそがＧＴＦＳ形式によるオープンデータ化であると伺い、今回その加速

化を求めました。 

 ＧＴＦＳ化に当たっては、補助制度があったとしても、そもそもの初期費用の調達がネック

になってしまっている事業者も多いと伺っております。さきに紹介した先行自治体では、その

初期費用を一手に行政が担うことで、全体が動き出しております。金額規模も、聞く限りは、

全く対応できないような桁のものではないようであります。県もＧＴＦＳ化の支援を始めたと

のことでありますので、昨今の路線バス減便等、課題の大きさを共有していただき、スピード

感のある対応を求めます。 

 次に、ＳＤＧｓについて。 

 ステークホルダーとの連携というキーワードが印象に残りましたが、つい先日、公明党ＳＤ

Ｇｓ推進本部が上川外相に行った提言。その１つが多様なステークホルダーのうち、特に女性、

若者との連携強化でありました。本市にあっても、ぜひ意識をして取り組んでいただきたいと

思います。なお、そのステークホルダーに、今回議会も加えたのがこの提言の特徴でもありま

す。千葉市議会とＳＤＧｓ。先輩、同僚議員の皆様、ぜひとも力を合わせて取り組んでいきた

いというふうに個人的に思っております。 

 最後に、チバニアンについて。 

 吉野氏の著書、提言その３には、もう１つのクライマックスが書かれております。一言で言

うと、県都千葉市のルーツが語られる県庁周辺をジオパークと位置づけるというものでありま

す。 

 ジオパークとは、地球科学的な価値を持つ遺産を保全し、教育やツーリズムに活用しながら、

持続可能な開発を進める地域認定プログラムであり、ユネスコの正式事業にもなっております。 

 そもそも、この房総の大地は、深い海の底が陸化した世界的にも珍しい深海盆と呼ばれ、そ

こに豊かな地質環境が生まれ、人々の文化が花開いてまいりました。 

 ここからは、私の脚色ですが、チバニアンに深海盆、加曽利貝塚、そしてＳＤＧｓ都市。す

なわち、ちば共創都市圏をジオパークと位置づける発想も夢があります。今日、この本議会終

了後、開府900年の900日前カウントダウンセレモニーが行われると伺っておりますが、900年

の歴史の振り返りはもとより、開府された12世紀以前の歴史もひも解いてみることで、夢も未

来も大きく広がるのではないでしょうか。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

 長時間の御清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 酒井伸二議員の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 明日は、午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午 後 ５ 時 ４ 分 散 会 

────────────────────────── 
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